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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

(1)連結経営指標等

回次 第56期 第57期 第58期 第59期 第60期

決算年月 平成16年３月 平成17年３月 平成18年３月 平成19年３月 平成20年３月

売上高（百万円） 161,477 152,356 154,049 145,674 130,581

経常利益又は経常損失（△）

（百万円）
1,807 923 751 △3,060 △2,966

当期純利益又は当期純損失

（△）（百万円）
585 △1,408 △2,752 △9,686 △3,829

純資産額（百万円） 35,184 31,597 29,248 19,077 14,525

総資産額（百万円） 126,704 121,831 124,340 105,403 108,758

１株当たり純資産額（円） 880.38 791.17 732.57 475.63 361.76

１株当たり当期純利益又は当

期純損失（△）金額（円）
16.52 △44.20 △85.41 △298.93 △118.17

潜在株式調整後１株当たり当

期純利益金額（円）
－ － － － －

自己資本比率（％） 27.8 25.9 23.5 18.0 13.3

自己資本利益率（％） 1.7 － － － －

株価収益率（倍） 29.6 － － － －

営業活動によるキャッシュ・

フロー（百万円）
2,660 1,589 △3,514 △1,291 △6,467

投資活動によるキャッシュ・

フロー（百万円）
△99 109 80 △221 3,121

財務活動によるキャッシュ・

フロー（百万円）
△1,109 △660 △1,106 △2,120 6,708

現金及び現金同等物の期末残

高（百万円）
17,982 19,012 14,481 10,860 14,230

従業員数（人） 2,475 2,422 2,275 2,154 1,959

　（注）１．売上高には消費税等は含まれておりません。

２．第57期、第58期、第59期ならびに第60期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額は、当期純損失が計上さ

れているため記載しておりません。

３．第56期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につきましては、希薄化効果を有している潜在株式が存

在しないため記載しておりません。

４．第57期、第58期、第59期ならびに第60期の自己資本利益率及び株価収益率につきましては、当期純損失が計上

されているため記載しておりません。

５．第58期より、「固定資産の減損に係る会計基準」（「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見

書」（企業会計審議会　平成14年8月9日））及び「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針」（企業会計

基準適用指針第6号　平成15年10月31日）を適用しております。

６．第59期より、「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」（企業会計基準第5号　平成17年12月9

日）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会計基準適用指針第8号

　平成17年12月9日）を適用しております。
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(2)提出会社の経営指標等

回次 第56期 第57期 第58期 第59期 第60期

決算年月 平成16年３月 平成17年３月 平成18年３月 平成19年３月 平成20年３月

売上高（百万円） 152,527 143,814 144,124 133,989 120,723

経常利益又は経常損失（△）

（百万円）
1,569 1,049 656 △2,917 △2,977

当期純利益又は当期純損失

（△）（百万円）
478 △1,231 △2,751 △9,800 △3,862

資本金（百万円） 4,218 4,218 4,218 4,218 4,218

発行済株式総数（千株） 40,037 40,037 40,037 40,037 40,037

純資産額（百万円） 34,278 30,838 28,487 18,095 13,520

総資産額（百万円） 121,497 117,289 119,042 99,414 101,964

１株当たり純資産額（円） 857.67 772.15 713.48 453.47 338.82

１株当たり配当額（円）

(内１株当たり中間配当額)

（円）

10.00

(5.00)

10.00

(5.00)

10.00

(5.00)

10.00

(5.00)

－

　         (－)

１株当たり当期純利益又は当

期純損失（△）金額（円）
13.23 △38.74 △85.37 △302.43 △119.19

潜在株式調整後１株当たり当

期純利益金額（円）
－ － － － －

自己資本比率（％） 28.2 26.3 23.9 18.2 13.3

自己資本利益率（％） 1.4 － － － －

株価収益率（倍） 37.0 － － － －

配当性向（％） 75.6 － － － －

従業員数（人） 2,017 1,967 1,831 1,684 1,469

　（注）１．売上高には消費税等は含まれておりません。

２．第57期、第58期、第59期ならびに第60期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額は、当期純損失が計上さ

れているため記載しておりません。

３．第56期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につきましては、希薄化効果を有している潜在株式が存

在しないため記載しておりません。

４．第57期、第58期、第59期ならびに第60期の自己資本利益率、株価収益率及び配当性向につきましては、当期純

損失が計上されているため記載しておりません。

５．第58期より、「固定資産の減損に係る会計基準」（「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見

書」（企業会計審議会　平成14年8月9日））及び「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針」（企業会計

基準適用指針第6号　平成15年10月31日）を適用しております。

６．第59期より、「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」（企業会計基準第5号　平成17年12月9

日）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会計基準適用指針第8号

　平成17年12月9日）を適用しております。
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２【沿革】

昭和27年３月 東日本重工業株式会社（現三菱重工業株式会社）が数年に亙り試作、研究を行なってきたプレストレ

スト・コンクリート製品の製造を本格的に企業化するため、同社七尾造船所の諸施設及び従業員を引

継ぎ同社の現物出資40,000千円とその他より10,000千円の現金出資を得てピー・エス・コンクリート
株式会社を設立し、東京都千代田区に本社、石川県七尾市に七尾工場設置

昭和34年４月 東京・大阪・福岡・仙台等の営業所に工事施工部門を設置

昭和37年６月 東京証券取引所市場第二部に当社株式を上場

昭和44年８月 福岡県久留米市に久留米工場設置

昭和46年９月 東京・大阪・福岡（現九州）及び仙台（現東北）各営業所を支店に改称

昭和48年７月 建設業法の改正に伴い、建設大臣許可（特－48）第1271号を取得（以後３年毎に許可更新）
昭和50年10月 海外事業に積極的進出を図るため、海外事業部（現土木本部海外部）を設置

昭和55年10月 建設用資機材の製造・販売を目的とする関係会社、株式会社秦野製作所を設立

昭和59年10月 損害保険代理業の関係会社、有限会社大菱（平成６年株式会社大菱に組織変更）を設立

昭和62年７月 土木建築構造物の設計、施工管理及び工事の請負を目的とする関係会社、新栄エンジニアリング株式

会社を設立

昭和64年１月 北陸・名古屋・広島・札幌各事務所を支店に改称

平成元年11月 インドネシア共和国にコンクリート二次製品の製造販売を目的とする関係会社、株式会社コンポニン

ド・ベトンジャヤを設立

平成３年４月 不動産の所有賃貸業を目的とする銭函土地有限会社を買収

平成３年８月 土木建築構造物の維持・補修を目的とする関係会社、株式会社ニューテックを設立

平成３年10月 社名をピー・エス・コンクリート株式会社から株式会社ピー・エスに変更

平成８年４月 コンクリート二次製品製造販売の関係会社、株式会社茨城ピー・エスを設立

平成８年９月 東京証券取引所市場第一部に当社株式を上場

平成９年７月 建設業法による特定建設業者として建設大臣許可（特－９）第1271号を取得（以後５年毎に許可更
新）

平成11年10月 土木建設用機器の運用管理等を目的とする関係会社、株式会社ピーエス機工を設立

平成13年10月 免震建築構造物の技術開発及びコンサルティングを目的とする関係会社、株式会社ピーシー建築技術

研究所を設立

平成14年３月 神奈川県小田原市に技術研究所設置

平成14年８月 宅地建物取引業法による宅地建物取引業者として国土交通大臣（１）第6332号を取得（以後５年毎
に免許更新）

平成14年10月 三菱建設株式会社と合併、社名を株式会社ピー・エスから株式会社ピーエス三菱に変更

合併により康和建設株式会社、菱建商事株式会社、菱建基礎株式会社、タイ菱和建設株式会社を関係会

社として承継

平成14年12月 本社・東京土木支店・東京建築支店を東京都中央区銀座に移転

平成15年１月 関係会社である銭函土地有限会社と合併

平成15年４月 関係会社である菱建商事株式会社は同社を存続会社として関係会社である株式会社大菱と合併

平成15年12月 工事用機器の賃貸業を目的とする関係会社、ハイアックケーソン株式会社及び、土木建築構造物の基

礎工事を目的とする関係会社、株式会社ヤマハ化工大阪の株式取得

平成16年７月 ベトナム社会主義共和国にコンクリート二次製品の製造販売を目的とする関係会社、ＶＩＮＡ－ＰＳ

ＭＣプレキャストコンクリート合弁会社を設立

平成16年10月 アメリカ合衆国に土木建築工事の請負を主な目的とする関係会社、ＰＳＭコンストラクションＵＳＡ

株式会社を設立

平成18年12月 本社・東京土木支店・東京建築支店を東京都中央区晴海に移転

平成19年10月 北上、茨城、滋賀、兵庫、水島、宮崎の６工場において営むプレストレスト・コンクリート製品の製造・

販売等事業を分社化し、新設したピー・エス・コンクリート株式会社に継承

平成19年10月 関係会社である株式会社ニューテックは同社を存続会社として関係会社である康和建設株式会社、新

栄エンジニアリング株式会社と合併、社名を株式会社ニューテック康和に変更
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３【事業の内容】

　当社グループは、当社、子会社12社、関連会社４社及びその他の関係会社１社で構成され、建設事業を主な事業の内容

としております。

　当社グループの事業に係わる位置付け及び事業部門別との関連は次のとおりであります。

　なお当社は事業の種類別セグメント情報を記載していないため、事業部門別によって記載しております。

建設事業 当社はプレストレスト・コンクリート工事、その他一般土木建築工事の請負等及びＰＣ製品等

の製造販売を営んでおります。

 　また、連結子会社である㈱ニューテック康和は土木建築構造物の補修工事及び舗装工事の請負

等、㈱茨城ピー・エスは工場製品の製作請負等、㈱ピーエス機工（注）及びハイアックケーソン

㈱は土木建築工事用機器の管理運用等、菱建基礎㈱及び㈱ヤマハ化工大阪は土木建築構造物の

基礎工事の請負等、タイ菱和建設㈱は建築工事の施工管理等、ＰＳＭコンストラクションＵＳＡ

㈱は、プレストレスト・コンクリート工事の請負等を行っております。また、当社が施工するに

あたり、施工の一部を各社に発注しております。

 　持分法適用関連会社であるエー・エム・エンジニアリング㈱は土木建築資材の販売を営んで

おります。

　その他の関係会社である三菱マテリアル㈱より資材等を購入しております。また、同社からは

工事の一部を受注しております。

製造事業 連結子会社である㈱秦野製作所（注）は建設工事用資材を製作販売しており、ピー・エス・コ

ンクリート㈱、㈱コンポニンド・ベトンジャヤ及び持分法適用関連会社であるＶＩＮＡ－ＰＳ

ＭＣプレキャストコンクリート合弁会社はコンクリート製品の製造販売を営んでおります。

その他の事業 当社は不動産の販売・賃貸及び仲介を営んでおります。また連結子会社である菱建商事㈱は損

害保険代理業及び不動産事業等、持分法適用関連会社である㈱ピーシー建築技術研究所は免震

建築構造物の技術開発やコンサルティングを営んでおります。

　以上について事業系統図を示すと次のとおりであります。

　関係会社の一部は複数の事業を行っており、上記区分は代表的な事業内容により記載しております。

　（注）　平成20年４月１日付で㈱ピーエス機工と㈱秦野製作所は合併し、㈱ピーエスケーとなりました。
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４【関係会社の状況】

名称 住所
資本金

(百万円)
主要な事業の内容

議決権の所

有割合又は

被所有割合

（％）

関係内容

（連結子会社）      

㈱ニューテック康和
東京都

北区
90 構造物の維持・補修 100

当社は補修工事及び舗装工事を発注してお

ります。

当社と役員の兼任があります。

当社は資金援助をおこなっております。

㈱茨城ピー・エス
茨城県

行方市
10

コンクリート製品の

製造
100

当社はコンクリート製品の製造を委託して

おります。

当社と役員の兼任があります。

㈱ピーエス機工
東京都

中央区
90

土木建築用機材の設

計、製作、賃貸、管理

運用

100

当社は土木建築用機材を賃借しております。

当社と役員の兼任があります。

当社は資金援助をおこなっております。

㈱秦野製作所
神奈川県

秦野市
50 工事用資材製造販売 100

当社は資材等を仕入れております。

当社と役員の兼任があります。

㈱コンポニンド・ベトンジャヤ

インドネ

シア　ジャ

カルタ

百万

ルピア

6,240

コンクリート製品の

製造、販売
100

当社はコンクリート製品を仕入れておりま

す。

当社と役員の兼任があります。

当社は技術指導をおこなっております。

当社は資金援助及び債務保証をおこなって

おります。

菱建商事㈱
東京都

中央区
50

損害保険代理業及び

工事用資機材販売賃

貸並びに不動産事業

100

当社は材料等を仕入れております。

当社と役員の兼任があります。

当社は資金援助及び債務保証をおこなって

おります。

菱建基礎㈱
東京都

北区
50

土木建築構造物の基

礎工事の請負
100

当社は基礎工事を発注しております。

当社と役員の兼任があります。

当社は資金援助をおこなっております。

ピー・エス・コンクリート㈱
東京都 

中央区 
90

コンクリート製品の

製造、販売 
100

当社はコンクリート製品を仕入れておりま

す。 

当社は設備及び土地の賃貸をおこなってお

ります。 

当社と役員の兼務があります。

ハイアックケーソン㈱

（注）１

大阪府

堺市西区
10

土木建築工事用機器

の賃貸、管理運用
50

当社は建設機材を賃借しております。

当社と役員の兼任があります。

当社は資金援助をおこなっております。

㈱ヤマハ化工大阪（注）１
大阪府

堺市西区
10

土木建築構造物の基

礎工事の請負
50 当社と役員の兼任があります。

ＰＳＭコンストラクションＵＳ

Ａ㈱

アメリカ

サンフラ

ンシスコ

千

ＵＳドル

100

土木建築工事の請負 100

当社と役員の兼任があります。

当社は技術指導をおこなっております。

当社は資金援助をおこなっております。

タイ菱和建設㈱（注）１
タイ

バンコク

千

バーツ

5,000

土木建築工事の請負 47

当社と役員の兼任があります。

当社は資金援助及び債務保証をおこなって

おります。
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名称 住所
資本金

(百万円)
主要な事業の内容

議決権の所

有割合又は

被所有割合

（％）

関係内容

（持分法適用関連会社）      

エー・エム・エンジニアリング

㈱

東京都

中央区
10 土木建築資材の販売 40 当社と役員の兼任があります。

㈱ピーシー建築技術研究所
東京都

中央区
30

免震建築構造物の技

術開発及びコンサル

ティング

33.3
当社は設計を委託しております。

当社と役員の兼任があります。

ＶＩＮＡ－ＰＳＭＣプレキャス

トコンクリート合弁会社

ベトナム

ロンアン

千

ＵＳドル

1,400

コンクリート製品の

製造、販売
30

当社と役員の兼任があります。

当社は技術指導をおこなっております。

（その他の関係会社）    
被所有

 

三菱マテリアル㈱

（注）２、３

東京都

千代田区
119,457

非鉄金属製品の製造

・販売

41.5

（1.5）

当社は資材等を仕入れております。

当社は工事の一部を受注しております。

当社と役員の兼任があります。

当社は債務保証をおこなっております。

（注）１．ハイアックケーソン㈱、㈱ヤマハ化工大阪及びタイ菱和建設㈱については当社の議決権の所有割合は100分

の50以下でありますが、実質的に支配しているため子会社としております。

２．議決権の被所有割合の（　）内は間接被所有割合で内数であります。

３．三菱マテリアル㈱は有価証券報告書を提出しております。

５【従業員の状況】

(1）連結会社の状況

　事業の種類別セグメントを記載していないため事業部門別の従業員数を示すと次のとおりであります。

　 平成20年３月31日現在

事業部門の名称 従業員数（人）

建設事業 1,673  

製造事業 244  

その他の事業 42  

合計 1,959  

　（注）従業員数は就業人員であります。

(2）提出会社の状況

①従業員数、平均年令、平均勤続年数及び平均給与年額

　 平成20年３月31日現在

従業員数（人） 平均年令（才　ヶ月） 平均勤続年数（年　ヶ月） 平均年間給与（円）

1,469   41.10  18.8  6,240,992

　（注）１．従業員数は就業人員であります。

２．平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。

　３．従業員数が前期末に比べ215名減少しましたのは、主として経営の合理化による希望退職者募集及び会社分割

により設立した子会社ピー・エス・コンクリート㈱への転籍によるものであります。

②労働組合の状況

　当社の労働組合は、ピーエス三菱労働組合と称し昭和32年８月13日に結成しております。同組合の平成20年３月

31日現在の所属組合員数は565名であります。

　組合の活動については特記すべき事項はありません。
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第２【事業の状況】

１【業績等の概要】

(1)業績

　当連結会計年度における国内経済は、期初は民間需要に支えられて景気回復が続いていたものの、期後半よりサブプ

ライムローン問題を背景とする米国経済の減速や円高に伴う需要の低迷、さらに原油高も絡み合って景気回復は足踏

み状態となりました。

　建設業界におきましても、国ならびに地方自治体の財政状態は相変わらず厳しく、公共建設投資の減少が続いている

ほか、民間建設投資についても建築基準法改正に伴う工事着工の遅れによる民間住宅投資の落ち込みや受注競争の激

化、資材・労務価格の高騰など経営上の課題は多く、業界全体としては厳しい経営環境が続いております。

　このような経済状況の中で、当社グループは経営再建を目指し、ＰＣ技術を核とした総合建設業としてシナジープロ

ジェクトの推進や受注の選別による収益基盤の確立、組織の再編、関係会社の統廃合、３ヶ年経営計画に基づく希望退

職者募集等の施策を進めてまいりました。しかし、独占禁止法違反から派生した指名停止の影響や受注工事での不採

算工事の発生、競争激化に伴う受注単価の下落、資材・労務価格高騰等の影響を受ける結果となりました。

　当連結会計年度の業績は、売上高1,305億81百万円(前年同期比10.4％減)、営業損益25億36百万円の損失(同14.3％減)、

経常損益29億66百万円の損失(同3.1％減)、当期純損益38億29百万円の損失(同60.5％減)となりました。

　なお、当社が公正取引委員会から受けました「排除措置命令」および「課徴金納付命令」ならびに国土交通省関東

地方整備局から受けました「営業停止命令」につきましては、関係者の皆様方に多大なるご迷惑をおかけしたことに

ついて深くお詫び申しあげるとともに厳粛に受けとめ、二度と同様の事態を繰り返さないことはもちろん、真摯な反

省のもとに、当社グループのコンプライアンス体制を不断に整備・強化し、関係者の皆様方のご信頼・ご負託にお応

えすべく全力を挙げてまいります。

　（注）「第２　事業の状況」における各事項の記載については、消費税等は含まれておりません。

(2)キャッシュ・フロー

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動の結果、支出した資金は 64億67百万円（前年同期比400.8%増）となりました。これは主にたな卸資

産及び未収入金の増加によるものであります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）  

投資活動の結果、得られた資金は31億21百万円（前連結会計年度２億21百万円の支出）となりました。これ

は主に土地及び投資有価証券の売却によるものであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）   

財務活動の結果、得られた資金は 67億８百万円（前連結会計年度21億20百万円の支出）となりました。これ

は主に借入金の純増加によるものであります。

以上により、当連結会計年度における現金及び現金同等物は 33億70百万円増加し、期末残高は142億30百万円と

なりました。

２【生産、受注及び販売の状況】

(1)受注実績

区分 前連結会計年度（百万円） 当連結会計年度（百万円） 増減（△）率

建設事業 138,438 121,831 △12.0 ％

製造事業 1,996 1,859 △6.8 ％

その他の事業 1,078 2,358 118.8 ％

合計 141,512 126,049 △10.9 ％
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(2)売上実績

区分 前連結会計年度（百万円） 当連結会計年度（百万円） 増減（△）率

建設事業 142,453 126,355 △11.3 ％

製造事業 1,996 1,859 △6.8 ％

その他の事業 1,225 2,365 93.1％

合計 145,674 130,581 △10.4 ％

　（注）　当社グループ（当社及び連結子会社）では、生産実績を定義することが困難であるため「生産の状況」は記載し

ておりません。

　なお、参考のため当社単独の事業の状況は次のとおりであります。

①受注高、売上高、繰越高及び施工高

 期別 種類別
前　期
繰越高
(百万円)

当　期
受注高
(百万円)

計
(百万円)

当　期
売上高
(百万円)

次期繰越高 当　期施
工高

(百万円)
手持高
(百万円)

うち施工高
(百万円)

第59期

(自平成18年4月1日

至平成19年3月31日)

      ％  

土木工事 57,881 58,870 116,752 54,118 62,633 19.0 11,872 55,924

建築工事 62,178 69,320 131,499 74,957 56,541 10.8 6,097 72,288

工事計 120,060 128,190 248,251 129,076 119,174 15.1 17,970 128,212

製品 3,457 2,884 6,342 4,611 1,730 28.9 500 3,965

不動産事業 91 216 308 301 7 － － 301

兼業計 3,548 3,101 6,650 4,912 1,737 28.8 500 4,266

　合計 123,608 131,292 254,901 133,989 120,912 15.3 18,470 132,478

第60期

(自平成19年4月1日

至平成20年3月31日)

土木工事 62,633 51,863 114,496 48,038 66,457 21.0 13,973 50,139

建築工事 56,541 58,996 115,537 68,439 47,097 10.7 5,051 67,393

工事計 119,174 110,859 230,034 116,478 113,555 16.8 19,024 117,533

製品 1,730 3,651 5,381 2,682 2,699 45.9 1,238 3,419

不動産事業 7 1,556 1,563 1,563 － － － 1,563

兼業計 1,737 5,207 6,944 4,245 2,699 45.9 1,238 4,982

　合計 120,912 116,067 236,979 120,723 116,255 17.4 20,262 122,515

　（注）１．前期以前に受注した工事で、契約の更改により請負金額に変更あるものについては、当期受注高にその増減を

含んでおります。

２．次期繰越高の施工高は手持高のうち工事及び製品の支出金より推定したものであります。

３．当期施工高は、（当期売上高＋次期繰越施工高－前期繰越施工高）に一致します。

なお、不動産事業の当期施工高は当期売上高と一致しております。
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②受注工事高の受注方法別比率

　工事の受注方法は、特命と競争に大別されます。

期別 区分 特命（％） 競争（％） 計（％）

第59期

 (自　平成18年４月１日

至　平成19年３月31日)

土木工事 28.3 71.7 100.0

建築工事 31.6 68.4 100.0

第60期

 (自　平成19年４月１日

至　平成20年３月31日)

土木工事 22.4 77.6 100.0

建築工事 42.2 57.8 100.0

③完成工事高

期別 区分 官公庁（百万円） 民間（百万円） 合計（百万円）

第59期

 (自　平成18年４月１日

至　平成19年３月31日)

土木工事 30,139 23,979 54,118

建築工事 2,481 72,476 74,957

計 32,620 96,455 129,076

第60期

 (自　平成19年４月１日

至　平成20年３月31日)

土木工事 25,015 23,023 48,038

建築工事 3,634 64,805 68,439

計 28,649 87,829 116,478

　（注）１．完成工事高のうち主なものは、次のとおりであります。

第59期請負金10億円以上の主なもの

独立行政法人鉄道建設・

運輸施設整備支援機構
北陸幹、小坂ＢＬ他　　

西日本高速道路㈱ 第二名神高速道路栗東橋（ＰＣ上部工）（その２）工事

西日本高速道路㈱ 東九州自動車道一瀬高架橋（ＰＣ上部工）工事

丸紅㈱ グラーサ玉川学園新築工事

㈱メッセージ アミーユ「隅田公園」

第60期請負金10億円以上の主なもの

国土交通省 一般国道４号土屋大橋上部工工事

中日本高速道路㈱ 第二東名高速道路伊佐布２号高架橋(PC上部工)下り線工事

西日本高速道路㈱ 舞鶴若狭自動車道今富トンネル

有楽土地㈱・平和不動産㈱ 桜堤庭園フェイシア新築工事

善栄商事㈱ 善栄商事㈱市川倉庫

２．第59期及び第60期ともに完成工事高総額に対する割合が100分の10以上の相手先はありません。
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④手持工事高

　 （平成20年３月31日現在）

区分 官公庁（百万円） 民間（百万円） 合計（百万円）

土木工事 53,135 13,322 66,457

建築工事 2,373 44,724 47,097

計 55,508 58,047 113,555

　（注）　手持工事のうち請負金額10億円以上の主なもの

　 　 　

中日本高速道路㈱ 東名高速道路(改築)中野高架橋工事  平成23年３月完成予定

国土交通省 平成19年度23号豊橋BP上佐脇地区PC上部工事  平成21年３月完成予定

日本医療サービス㈱ (仮称)山王メディカルプラザ新築工事  平成21年５月完成予定

㈱ゴールドクレスト クレストフォルム初石新築工事  平成21年２月完成予定

㈱ダイトーコーポレーション (仮称)ダイトーコーポレーション南本牧倉庫新築工事  平成20年12月完成予定

３【対処すべき課題】

　今後の建設業を取り巻く環境は、建築部門においては建築基準法改正の影響が収束する中で民間住宅投資が回復に

向かうものと思われ、民間建設投資につきましては増加の方向に転じると予測されるものの、土木部門においては国

ならびに地方自治体の財政状態は依然として厳しく、さらに道路特定財源の一般財源化への動きの影響もあり、当社

の基盤である公共建設投資の減少傾向に変わりはないものと思われます。

　当社グループは、厳しい業績を踏まえ経営再建に向けての「３ヶ年経営計画」を発表しました。これは、建設産業の

行く末を見守りつつ、「自信と誇りにあふれた10年後の姿を模索し、そのための礎を築く」という視点を持ちながら、

平成20年度の黒字化を目標にしております。

　

＜３ヶ年経営計画＞

１）３ヶ年経営計画の位置付け

  企業を存続していくためには、利益の創出が喫緊の課題であります。当社の10年後の姿を模索し、経営再建の

ための2008年度から2010年度の３ヶ年経営計画を策定しました。

２）当社の目指す姿

  「３ヶ年経営計画」の初年度の2008年度からは、個別売上高1,200億円で利益の出る体制を構築し、グループ

会社については専門性を高めることで、グループ経営を強化してまいります。そして、10年後は他の建設関連会

社と連携して、PFI事業や大型プロジェクトの建設事業を担当する「わが国トップのＰＣゼネコン」を目指して

まいります。今後、この「３ヶ年経営計画」に基づき、経営の健全化を図り、継続して配当していく会社として、

自信と誇りにあふれる10年後への礎を築いてまいります。

３）３ヶ年経営計画の概要

ⅰ）受注計画

①受注量重視から利益重視の営業に転換し、受注時利益率を設定してその徹底を図ります。　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　

土木  ・技術営業推進室の充実により、価格だけではなく、技術評価点を向上し受注確度のアップ、利益率の

アップを図ります。

・自社開発物件、メンテナンス物件の受注拡大を図ります。

建築  ・競争物件から企画提案物件、リニューアル物件の受注にシフトを図ります。

　　　　　　　　　・当社の得意とするＰＣａＰＣ物件の受注拡大を目指します。

②構造物のプレキャスト化を推進し、工期短縮、基幹技能者不足への対応、高品質製品の安定供給を図ります。

ⅱ）組織と人員の見直し

①組織の見直し

・土木、建築ともに工事部門および管理部門を支社（東日本支社、首都圏建築支社、西日本支社）に集約　し、支

社による管理のもとで柔軟に対応できる工事消化体制をとってまいります。なお、支店は営業に特化し、情報

収集能力を高めます。

・不採算拠点については業務を縮小します。

②人員の見直し
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・３ヶ年経営計画最終年度1,200～1,300人体制を目指します。

　平成20年度は３ヶ年経営計画の初年度として、平成20年４月より５統括支店（10支店）体制から３支社（東日本支

社、首都圏建築支社、西日本支社）（７支店）体制の組織変更により、1,358名でスタートしております。また、関係会社

の統廃合として平成19年10月に発足したピー・エス・コンクリート（株）ならびに（株）ニューテック康和に続き

平成20年４月には（株）ピーエス機工と（株）秦野製作所が合併して（株）ピーエスケーが発足しました。土木、建

築工事用資機材のレンタルおよび製作、販売から機材エンジニアリングなどを行うＰＣ建設工事の総合資機材提供会

社として経営基盤を強化してまいります。

平成20年度につきましては３ヶ年経営計画を踏まえ、業績の回復を図るため次の施策に取り組んでまいります。　

１．シナジープロジェクトの推進

シナジープロジェクトの推進体制が発足してから２年経過し、徐々にですが実績も増加し成果を出すことが

できました。これらの実績を基に営業活動範囲をさらに展開し、シナジー物件の受注に向けて一層の強化を

図ってまいります。

２．受注管理

土木・建築ともに受注時の利益目標を設定し、本社および支社において厳しく査定・管理して低採算工事を

排除してまいります。

３．業績管理　

支社に集約した工事部門・管理部門において技術提案力の強化ならびに原価管理の強化を図るとともに、有

資格技術者の柔軟な配置により施工体制の効率化を実施し、利益向上を図ってまいります。

４．ＣＳＲ活動の推進

当社グループのＣＳＲ活動につきましては、従業員一人一人が正々堂々と王道を歩き、自ら恥じることのな

い一日を積み重ねていくことがＣＳＲ活動の原点であり、ＣＳＲ基本活動方針である「コンプライアンスの徹

底」「リスクマネジメントの推進」「ステークホルダーコミュニケーションの推進」「地域社会への貢献」

について、さらに理解を深め実践してまいります。

５．安全意識の徹底

無事故・無災害を目指し、職場における「リスクアセスメントの実施」と「ヒューマンエラーの撲滅」、そ

して「職場の環境づくりを毎日続ける」ことを実施し、安全に対する意識の徹底を図ってまいります。

EDINET提出書類

株式会社ピーエス三菱(E01161)

有価証券報告書

 12/105



４【事業等のリスク】

　当社グル－プの事業に関するリスクについて、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項としては、以下のよ

うなものがあります。当社グル－プは、これらのリスク発生の可能性を認識した上で、発生の回避および発生した場合の対

応に努める所存であります。なお、文中の将来に関する事項は当連結会計年度末現在において当社グループが判断したも

のであります。

（１）公共事業の減少

　土木工事における公共事業への依存度が高い当社グル－プにおいて予想以上に公共事業の削減が行われた場合に

は、業績に影響を及ぼす可能性があります。

（２）発注単価のダウン

　公共事業の発注単価の低下が予想以上に進行する場合には、業績に影響を及ぼす可能性があります。

（３）カントリーリスク

　東南アジア各国で事業を展開しているため、これらの国で政変、大幅な法規制の変更等が発生した場合には、業績に

影響を及ぼす可能性があります。

（４）取引先の信用リスク

　顧客、取引先の不測の倒産等により、工事代金の回収が困難になった場合には、業績に影響を及ぼす可能性がありま

す。

（５）資材価格の変動

　請負金額に反映することが困難になるほど原材料価格が高騰した場合には、業績に影響を及ぼす可能性があります。

（６）大規模災害の発生

　事業に関し大規模な事故災害が発生した場合には、業績に影響を及ぼす可能性があります。また、大震災等の発生に

より、経営機能や事業拠点が莫大な損傷を受けた場合には、業績に影響を及ぼす可能性があります。

（７）為替の変動

　海外事業に関し、各国の為替レートが予想以上に変動した場合には、業績に影響を及ぼす可能性があります。

（８）金利の変動

　現在の金利が予想以上に高騰した場合には、業績に影響を及ぼす可能性があります。

（９）資産価額の変動

　予想を超える経済的な変動により当社の資産価額の下落が発生した場合には、業績に影響を及ぼす可能性がありま

す。

（10）瑕疵担保責任及び製造物責任

　品質管理には万全を期しておりますが、瑕疵担保責任及び製造物責任による損害賠償が発生した場合には、業績に影

響を及ぼす可能性があります。

（11）訴訟等

　国内外の事業等に関連しての訴訟、紛争、その他法的手続きに係る判決、和解、決定等により、業績に影響を及ぼす可

能性があります。

　とりわけ、独占禁止法違反から派生する指名停止等により、受注機会が減少する可能性があります。
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５【経営上の重要な契約等】

１．連結子会社間の合併について

 (1)　当社の連結子会社である株式会社ニューテック、康和建設株式会社及び新栄エンジニアリング株式会社の３

 　 社は、平成19年10月１日を期日として合併し、株式会社ニューテック康和となりました。

　　なお、詳細は「第５　経理の状況　１．連結財務諸表　(1)連結財務諸表　注記事項（共通支配下の取引

　等）」に記載のとおりであります。

 (2)　当社の連結子会社である株式会社ピーエス機工と株式会社秦野製作所は、平成20年４月１日を期日として合

 　 併し、株式会社ピーエスケーとなりました。

　　なお、詳細は「第５　経理の状況　１．連結財務諸表　(1)連結財務諸表　注記事項（重要な後発事象）」

　に記載のとおりであります。

２．会社分割による工場分社化について

　当社はプレストレスト・コンクリート製品の製造・販売等事業を分社化し新設するピー・エス・コンクリート株

式会社に承継される新設分割を平成19年10月１日を期日として実施いたしました。　

　(1)実施した会計処理の概要　

本新設分割は、「事業分離等に関する会計基準」（企業会計基準委員会　平成17年12月27日　企業会計基準

第７号）及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準委員会　平成

17年12月27日　企業会計基準適用指針第10号　最終改正　平成18年12月22日）に基づき、共通支配下の取引とし

て会計処理を行っております。

分割により継承させた資産は以下の通りです。

　材料貯蔵品　　　：123百万円

　関係会社株式　　： 20百万円
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３．技術提携契約について

　当社の技術提携契約の内容は下記のとおりであります。

　 契約先名 内容 契約期間

(イ)
極東鋼弦コンクリート振興

株式会社

フランス、ＳＴＵＰ社のフレシネー工法の非独占的再実施

に関する技術援助の取得

(a）同工法に使用するジャッキは契約先より有償貸与

(b）同工法に使用する定着具は契約先より有償供与

昭和42年７月23日か

ら昭和52年７月22日

まで

（以後２年毎更新）

(ロ) 日本ＢＢＲビューロー

スイス、ＢＢＲ社のＢＢＲ工法に関する非独占的再実施権

の取得、同工法に使用したＰＣ鋼材に基準を置き、所定の

再実施料を支払う

昭和56年10月25日か

ら

（以後６年毎更新）

(ハ) 株式会社エスイー

フランス、ＳＥＥＥ社のＳＥＥＥ工法に関する非独占的再

実施権の取得

同工法に使用する定着具ＰＣ鋼材は契約先より有償供与

昭和44年５月31日か

ら昭和63年６月30日

まで

（以後２年毎更新）

(ニ) 住友電気工業株式会社

ドイツ、ディッカーホフビドマン社のディビダーク工法に

関する非独占的再実施権の取得

(a）同工法に使用するＰＣ鋼材は契約先より有償供与

(b）同工法に使用したＰＣ鋼材に基準を置き所定の再実

施料及び技術指導料を支払う

昭和45年２月１日か

ら昭和51年６月30日

まで

（以後１年毎更新）

(ホ)
株式会社シー・シー・

エル・ジャパン

イギリス、シー・シー・エル・システム社のＣＣＬ工法に

関する非独占的再実施権の取得

(a）同工法に使用するジャッキは契約先より有償貸与

(b）同工法に使用するＰＣ鋼材定着装置は契約先より有

償供与

昭和48年４月１日か

ら昭和49年３月31日

まで

（以後１年毎更新）

(ヘ) 清水建設株式会社

ドイツ、ポレンスキー・ツエルナー社が開発し、清水建設

に権利を譲渡したＰ＆Ｚ工法（Ｐ＆Ｚ式移動支保工）に

関する非独占的実施権の取得

同工法を使用して施工した上部工相当額に基準を置き、所

定の実施料を支払う

平成元年６月14日か

ら平成６年６月13日

まで

（以後１年毎更新）

(ト)
ブイ・エス・エル・ジャパ

ン株式会社

スイス、ロージンガー社のＶＳＬポストテンション工法に

関する非独占的再実施権の取得

(a）同工法に使用したＰＣ鋼材に基準を置き所定の再実施

料を支払う

(b) 同工法はＶＳＬアンカー工法を包含しない

昭和62年７月１日か

ら平成６年６月30日

まで

（以後５年毎更新）

(チ)
アンダーソンテクノロジー

株式会社

アメリカの法人、ＣＴＣのアンダーソンポストテンショニ

ング工法に関する非独占的再実施権の取得

同工法に使用する資機材は契約先の認定したもの又は指

定者からの購入及び有償供与

昭和63年４月18日か

ら平成10年４月17日

まで

（以後５年毎更新）

(リ) 曙商事株式会社

プレキャストコンクリート部材による建物の構築方法と

プレキャストコンクリート柱の立設方法からなるＰＣ圧

着工法の再実施権の取得

平成７年12月20日か

ら平成14年12月19日

まで

（以後１年毎更新）

(ヌ)
極東鋼弦コンクリート振興

株式会社

フロンテ・ジャッキング工法に関する非独占的再実施権

の取得

(a）同工法を使用して施工した内空利用を目的とする構造

物に対しては内空面積、また内空利用を目的としない

特殊構造物に対しては全断面積に基準を置き所定の

再実施料を支払う

(b) 内径2.7ｍ未満の円形構造物は除外される

平成８年９月１日か

ら平成13年８月31日

まで

（以後２年毎更新）
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　 契約先名 内容 契約期間

(ル)
オリエンタル白石株式会社

高周波熱錬株式会社

予め緊張力を与えた中空ＰＣ鋼棒を使用して、コンクリー

ト部材にプレストレスを導入するＮＡＰＰ工法の非独占

的実施権の取得

同工法に使用する資機材は契約先の指定者から購入及び

有償貸与

平成９年５月８日か

ら平成11年５月７日

まで

（以後１年毎更新）

(ヲ)
株式会社安部日鋼工業

株式会社石井鐵工所

内部の空気圧を外部の空気圧より高めにして、その気圧差

で支えた膜を利用してコンクリートを施工し、固化させて

構造物を建築するエアードーム工法の実施権の取得

平成11年８月10日か

ら平成13年３月31日

まで

（以後１年毎更新）

(ワ)
バンシ・コンストラクショ

ン・グラン・プロジェクツ

フランス、カンプノンベルナールＳＧＥ社が開発した上下

床版を波形鋼板ウェブにより接続し、波形鋼板ウェブとコ

ンクリートの接合部にフランジ溶接を用いて橋梁を構築

する工法に関する実施権の取得

平成14年11月25日か

ら平成17年11月24日

まで

（以後３年毎更新）

(カ)
サブコール・コンサルティ

ング株式会社

フィンランド、サブコール・コンサルティング社が開発し

たコンクリートの表面から常時微弱な電流を鋼材に流入

させておくことにより鋼材の腐食を防止する電気防食工

法に関する技術援助の取得と日本における材料の販売優

先権を取得

平成11年12月８日か

ら平成13年12月31日

まで

（以後自動継続）

(ヨ)
サブコール・アルト株式会

社

フィンランド、サブコール・アルト社が、電気防食技術を

応用して開発した、海洋生物の付着を防止し、鋼材腐食を

も同時に防止するＧＡＦシステムの独占販売権を取得

平成14年５月16日か

ら平成19年５月15日

まで

 （以後自動継続）

 

（タ）
太平洋セメント株式会社

超高強度コンクリート素材ダグタルのフルプレミックス

材料を使用することができる日本国内における非独占的

な再実施権

平成15年３月６日か

ら特許消滅まで

 

（レ）

ブイ・エス・エル・ジャパ

ン株式会社

建設工事において、プレストレス工法を用いて超高強度コ

ンクリート素材ダグタルの製品を製造し、それを使用する

ことができる日本国内における非独占的な再実施権

平成17年４月１日か

ら平成22年３月31日

まで

 （以後１年毎更新）

 

（ソ）

ブイ・エス・エル・ジャパ

ン株式会社

超高強度コンクリート素材ダグタルを用いて、プレストレ

ス・プレキャスト製品を製造・販売することができる日

本国内における非独占的な再実施権

平成17年４月１日か

ら平成22年３月31日

まで

 （以後１年毎更新）

 

（ツ）
太平洋セメント株式会社

水硬性複合材料Ｇハードを使用して製品を製造・販売す

ることができる非独占的な再実施権

平成15年４月14日か

ら特許消滅まで
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６【研究開発活動】

　当社グループの研究開発活動は、当社において、社会のニーズを的確に把握するように技術開発部門を全社的に配備

し、プレストレストコンクリート技術および在来技術の改良、新規分野への適用を目指して、効率的に成果をあげる施

策を講じながら積極的に推進しております。また、新しいニーズに応えるため、海外からの技術導入、情報の収集をは

じめ、産・官・学との共同研究を積極的に推進しております。

　当連結会計年度に支出した研究開発費の総額は5億79百万円であります。

　当連結会計年度における研究開発活動の主な成果並びに主要案件は次のとおりであります。

（１）低桁高ＰＣ橋「ダックスビーム」の技術審査証明委員会が設置される

橋梁計画において、低桁高化、軽量化、高耐久性化のニーズが増えてきております。当社が開発した設計基準強度120

Ｎ/㎟の「高強度繊維補強モルタル」を使用した低桁高ＰＣ橋「ダックスビーム」はそれらのニーズに応える優れ

た性能を発揮いたします。従来の低桁高工法より低桁高化、部材の軽量化、厳しい環境条件での高耐久性化を実現

し、他の超高強度コンクリート系材料と比較して経済性に優れております。開発後の施工実績は３橋でありますが、

当技術の性能保証と更なる普及を図るため、第三者公的機関に技術審査証明を依頼し、学識経験者の方々で構成さ

れる委員会で公正に審議されているところであり、平成20年度上期の取得を目指しております。

（２）品質向上と工費縮減を可能とするプレテンションウェブ橋の実現への取組み

プレテンションウェブ橋は、ＰＣ箱桁橋のウェブを工場製作によるプレテンション方式のプレキャスト部材に置き

換えた合成桁橋であります。本技術は、工場製品の利用により、品質及び工事現場環境の向上と、工期短縮等の実現

を可能とするものであります。当社では、プレテンションウェブと現場で打設される床版コンクリートとの接合部

の合理化のために、せん断耐力確認実験を実施し、さらなる製作及び施工の省力化を可能としました。その成果は、

現在施工中の東名高速道路（改築）中新田高架橋（ＰＣ上部工）北工事に採用されております。

（３）耐震性に優れたプレキャストコンクリート橋脚構造に関する研究

当社は独立行政法人土木研究所と共同で「耐震性に優れたプレキャストコンクリート橋脚構造に関する研究」を

行っております。この研究は、社会的問題となっている交通渋滞を解消するための都市内立体交差の橋脚への適用

を目的としております。今回、最終的な構造物の動的耐震性能を確認するために、３次元大型振動台を用いて、兵庫

県南部地震の際にＪＲ鷹取駅で観測された地震波を入力し加振実験を行い、その高い耐震性能が検証されました。

（４）Ｈ型ＰＣ杭の硬質地盤先行掘削圧入工法の開発（ＮＡＴＴＹ　オーガ）

Ｈ型ＰＣ杭は、都市内での工事、例えば、アンダーパス・道路連続壁・調整池等の構造物に最適であり、これまで多

くの実績を重ねてきました。しかし、硬質地盤（Ｎ値≧40）への施工に対しては、技術面および経済性に課題が残さ

れておりました。既存の工法としましては、２軸同軸オーガによるもの、カッティング機械によるもの等があります

が、別途機材を用意しなければならず、どうしてもコストアップとなっておりました。そこで、Ｈ型ＰＣ杭の施工に

使用する２軸オーガ三点掘削機を利用して先行掘削を行い、その後オーガのみを交換し同様な機械で圧入掘削を行

う、工費を低減できる工法を開発しました。また、確実に間詰め部の土砂を揚土できる機械も併せて開発しました。

（５）土留め構造用プレストレストコンクリート壁材「Ｈ型ＰＣ杭」の技術審査証明委員会が設置される

国土交通省道路局から発表された平成20年度の道路関係予算概要に、慢性的な渋滞への対策が述べられており、具

体的には「バイパスの整備、交差点立体化等の交通容量拡大を行う」ことが記載されております。その交差点立体

化の内、アンダーパス工法に適用される技術がＨ型ＰＣ杭であります。Ｈ型ＰＣ杭はＨ形の断面を有し、剛性の高い

プレキャストコンクリート部材で、この部材を使用した施工は低振動、低騒音であり、狭隘な作業空間及び構造物に

近接した位置においても施工可能で、特に都市中心部で合理的な施工が可能となります。適用構造物は、地下駐車場

・道路擁壁・河川護岸・調整池等で、11件の施工実績があります。当技術の性能保証とさらなる普及を図るため、第

三者公的機関に技術証明を依頼し、学識経験者の方々で構成される委員会で公正に審議されているところであり、

平成20年度上期の取得を目指しております。

（６）ソケット方式によるプレキャスト頂版（ＰＣ桁）架設工法の開発

当社では鹿島建設株式会社との共同研究で、Ｈ型ＰＣ杭を活用した都市内立体交差のアンダーパス工法の開発を

行っております。その中で、施工が簡便で安価な頂版とＨ型ＰＣ杭の剛結構造に関して実験的研究を行っておりま

す。コンクリートソケット構造に関しては検証実験が終了し、創成川アンダーパス工事（開発局）で採用されまし

た。引続き、剛ソケット構造に関し研究を行い、受注の拡大に努めてまいります。
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（７）薄型ＰＣａＰＣ柱の開発

室内の熱負荷を軽減するためのルーバーの役割及び建築物の鉛直荷重を支持する役割を持たせた薄型ＰＣａＰＣ

（プレキャストプレストレストコンクリート）柱について、株式会社日建設計と共同で開発し、当社の小田原技術

研究所にて、鉛直荷重支持性能および水平変形性能を調べる実験を行い、安全性を確認しました。また実験と平行し

て、薄型ＰＣａＰＣ柱を外周に用いた事務所ビルを当社が施工しました。今後も、省エネルギーに寄与する建築物の

設計、施工を目指してまいります。

（８）低強度の鉄筋コンクリート造建物の耐震補強に適応するＰＣａ外付けフレーム工法の開発

一昨年、「建築物の耐震改修の促進に関する法律」の一部が改正され、適用される建築物の範囲が拡大されました。

当社保有技術の、居ながら耐震改修が行える「ＰＣａ外付フレーム耐震補強工法」は、既存建物のコンクリート強

度が18Ｎ/㎟以上を適用範囲として技術評価を受けております。しかしながら、耐震判断の対象となる建物は、コンク

リート強度が18Ｎ/㎟未満のものも多数存在しております。現在、一般の耐震診断の適用範囲である13.5Ｎ/㎟以上の

建物にも「ＰＣａ外付けフレーム耐震補強工法」を適用させるための技術資料を得ることを目的に実験を行って

おり、今後、耐震補強工事の受注の増加が期待されます。

（９）柱ＲＣ造・梁Ｓ造とするハイブリッド工法の開発

当社では、大型物流倉庫や量販店の受注拡大に向けて工法メニューの充実を図るため、柱を鉄筋コンクリート造

（ＲＣ造）、梁を鉄骨造（Ｓ造）とするハイブリッド工法の開発を行っております。柱を鉄筋コンクリート造とす

ることで大きな軸力を負担でき、梁を鉄骨造とすることで軽量化および大スパン化が可能となります。高強度材料

の使用や工法の合理化のためのプレキャスト化（ＰＣａ化）を検討するため構造実験を実施し、今後第三者機関に

よる技術審査証明取得を目指してまいります。

（10）袋詰脱水処理工法（ＳＰＡＤシステム）における中型袋の開発

当社は「袋詰脱水処理工法」による量産施工設備（ＳＰＡＤシステム）対応型の中型袋（７立方メートルクラ

ス）を開発しました。今回、岐阜県各務原市発注の「河跡湖公園整備工事」において、河川の浚渫土をこの特殊袋体

に詰めて自然脱水し、盛土基盤材として利用する工事に本格適用されました。公開現場見学会では、ＳＰＡＤシステ

ムとこの中型袋の採用により、施工能力の高さが実証されました。参加者からは多くの質問があり、関心の高さが伺

われ、河川・湖沼底質の再利用技術として、適用現場および施工規模の拡大が期待されます。
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７【財政状態及び経営成績の分析】

１．財政状態の分析

　文中の将来に関する事項は当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。

（１）財政状態と流動性の分析

当連結会計年度末の総資産は1,087億58百万円となり、前連結会計年度末に比べ33億55百万円の増加となりました。

　　流動資産は913億38百万円となり、前連結会計年度末に比べ66億92百万円増加しております。主な要因といたしまして

受取手形・完成工事未収入金等が20億45百万円減少しましたが、現金及び預金が33億60百万円、その他たな卸資産が

26億27百万円、未収入金が31億42百万円それぞれ増加したことによるものであります。

　　固定資産は174億20百万円となり、前連結会計年度末に比べ33億36百万円減少しております。有形固定資産、無形固定

資産については主に、土地の売却や減損損失を計上したことにより18億95百万円減少しております。投資その他の資

産については、投資有価証券の売却等により14億41百万円減少しております。

　負債合計は942億32百万円となり、前連結会計年度末に比べ79億７百万円増加しております。 

　　　流動負債は主に、支払手形・工事未払金等が６億28百万円、短期借入金が68億81百万円、未成工事受入金が16億66百万

円それぞれ増加したことにより98億４百万円増加しております。

　　固定負債は主に、分社化及び早期退職に伴う退職給付引当金の減少14億96百万円等により18億97百万円減少しており

ます。

　　純資産の部は、土地の売却や減損損失により土地再評価差額金が３億47百万円増加、投資有価証券の売却等によりそ

の他有価証券評価差額金が５億49百万円減少したほか、当期純損失38億29百万円の計上、株主配当金１億62百万円の

支払等により45億51百万円減少して145億25百万円となりました。

（２）当連結会計年度のキャッシュ・フローの状況

　営業活動によるキャッシュ・フローは64億67百万円の支出（前連結会計年度12億91百万円の支出）となりました。

これは主に、たな卸資産の増加額22億31百万円による減少と、未収入金の増加額31億42百万円の減少等によるもので

あります。

　投資活動によるキャッシュ・フローは31億21百万円の収入（前連結会計年度２億21百万円の支出）となりました。

これは主に、有形固定資産の売却による収入16億53百万円、投資有価証券の売却による収入17億12百万円等によるも

のであります。

　財務活動によるキャッシュ・フローは67億８百万円の収入（前連結会計年度21億20百万円の支出）となりました。

これは主に、短期借入金の純増加額69億44百万円によるものであります。

　この結果、現金及び現金同等物の期末残高は、前連結会計年度より33億70百万円増加して、142億30百万円となりまし

た。

（３）キャッシュ・フロー指標のトレンド 

　 平成16年３月 平成17年３月 平成18年３月 平成19年３月 平成20年３月

  自己資本比率（％） 27.8 25.9 23.5 18.0 13.3

  時価ベースの自己資本比率（％） 15.4 15.1 15.8 16.0 8.0

  債務償還年数（年） 7.3 12.0 － － －

  インタレスト・カバレッジ・ レシオ 11.1 12.8 － － －

（注）自己資本比率：自己資本／総資産 

　　　時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産

　　　債務償還年数：有利子負債／営業キャッシュ・フロー

　　　インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い

　　※各指標は、いずれも連結ベースの財務数値によって算出しております。

　　※株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数（自己株式控除後の普通株式数）により算出しております。

　　※営業キャッシュ・フローは連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用しており

　　　ます。有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象として

　　　おります。また、利払いにつきましては、連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。

　　※平成18年３月期から平成20年３月期にかけては営業キャッシュフローがマイナスのため、債務償還年数及びインタレ

スト・カバレッジ・レシオは記載しておりません。
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２．経営成績の分析

（１）概要

　当連結会計年度は、期初は民間需要に支えられて景気回復が続いていたものの、期後半よりサブプライム・ローン問

題を背景とする米国経済の減速や円高に伴う需要の低迷、さらに原油高も絡み合って回復の足取りは足踏み状態とな

り、国並びに地方自治体の財政状態も相変わらず厳しく、政府建設投資の減少が続いているほか、民間建設投資につい

ても建築基準法改正に伴い、工事着工の遅れによる民間住宅投資の落ち込みや受注競争の激化、資材・労務価格の高

騰等経営上の課題は多く、厳しい経営環境が続いております。

（２）売上高

　売上高は、前連結会計年度に比べ150億93百万円（10.4％減）減少し、1,305億81百万円となりました。建設事業の売上

高は、土木工事につきましては公共建設投資減少の影響により官公庁工事が減少し、建築工事も建築基準法改正に伴

う工事着工の遅れによる民間住宅投資の落ち込みや受注競争激化に伴い民間発注工事の受注高も減少したことによ

り、建設事業としては前連結会計年度と比較して160億97百万円減少し1,263億55百万円となりました。

　製造事業においては、前連結会計年度と比較して１億36百万円減の18億59百万円となりました。

　その他の事業につきましては、前連結会計年度に比べ11億40百万円増加し23億65百万円となりました。

（３）売上原価、販売費及び一般管理費

　売上原価は、前連結会計年度に比べ133億57百万円（9.7％減）減少し、1,241億55百万円となりました。売上原価の減

少は、売上高の減少に伴うものであります。また、売上総利益率は、省力化・合理化による原価低減に努めましたが、受

注競争激化による受注単価の下落を吸収するまでは至らず、また、不採算工事の発生、資材・労務価格高騰の影響を受

けた結果、前連結会計年度の5.6％から0.7ポイント低下し4.9％となっております。

　販売費及び一般管理費は人員減及び経費節減の努力の結果、前連結会計年度に比べ21億58百万円（19.4％減）減少し

て89億63百万円となっており、売上高に対する比率は6.8％となり前連結会計年度の7.6％から0.8ポイントの低下と

なっております。

（４）営業損失

　営業損益は、売上総利益が減少しておりますが、販売費及び一般管理費が減少したことにより、前連結会計年度に比

べ４億22百万円改善し、25億36百万円の損失となりました。

（５）営業外損益

　営業外収益では、前連結会計年度に比べ主に受取特許料13百万円の減少等により39百万円減少の１億55百万円とな

りました。

　営業外費用は、主に支払利息増加１億７百万円、為替差損１億58百万円等の計上により、前連結会計年度比２億89百

万円増加の５億84百万円となりました。

（６）特別損益

　特別利益は、主に固定資産売却益８億21百万円、投資有価証券売却益４億９百万円等の計上により13億96百万円とな

りました。

　特別損失は、減損損失７億77百万円、退職特別加算金４億74百万円、貸倒引当金繰入額５億５百万円等の計上により

21億63百万円となりました。

（７）当期純損失

　当期純損益は、主に特別利益の増加、法人税等調整額の減少等により、当期純損失38億29百万円となりました。（前連

結会計年度は当期純損失96億86百万円を計上しております。）
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第３【設備の状況】

１【設備投資等の概要】

　当連結会計年度における当社グループ（当社及び連結子会社）のうち、建設事業部門の設備投資は３億円であり、そ

の主なものは工事用機械87百万円であります。

　製造事業部門、その他事業部門では重要な投資はありません。

　（注）「第３　設備の状況」における各事項の記載については、消費税等は含まれておりません。

２【主要な設備の状況】

当社グループ（当社及び連結子会社）における主要な設備は、次のとおりであります。

（1）提出会社

事業所名

（所在地）

事業部門等

の名称
設備の内容

帳簿価額（百万円）

従業員数

（人）建物・構築

物

機械・運搬

具・工具器

具備品

土地

合計

面積(㎡) 金額

本社

（東京都中央区）

(注)２①

建設事業
建設工事用

設備
1,286 343 53,952 1,432 3,062 201

東京土木支店

（東京都中央区）

(注)２②

建設事業
建設工事用

設備
30 0 26,928 1,610 1,640 187

大阪支店

（大阪市北区）

(注)２③

建設事業
建設工事用

設備
22 2 11,787 601 626 219

九州支店

（福岡市中央区）

(注)２④

建設事業
建設工事用

設備
74 2 24,220 312 390 186

東北支店

（仙台市青葉区）

(注)２⑤

建設事業
建設工事用

設備
83 4 11,152 348 436 184

水島工場

（岡山県倉敷市）

(注)３

建設事業
建設工事用

設備
42 58 50,634 868 970 －

滋賀工場

（滋賀県甲賀市）

(注)３

建設事業
建設工事用

設備
70 52 33,249 489 611 －

技術研究所

（神奈川県小田原市）
建設事業

総合研究施

設
327 71 7,645 566 965 11

（2）国内子会社

会社名
事業所名

（所在地）

事業部門等

の名称
設備の内容

帳簿価額（百万円）

従業員数

（人）建物・

構築物

機械・運搬

具・工具器

具備品

土地

合計

面積(㎡) 金額

㈱秦野製作所

本社工場

（神奈川県秦

野市）

製造事業 製造設備 40 53 3,986 11 105 41

㈱ピーエス機

工

本社

（東京都

中央区）

建設事業
建設工事用

設備
10 344 － － 354 53
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会社名
事業所名

（所在地）

事業部門等

の名称
設備の内容

帳簿価額（百万円）

従業員数

（人）建物・

構築物

機械・運搬

具・工具器

具備品

土地

合計

面積(㎡) 金額

菱建商事㈱

本社

（東京都

江東区）

その他の事

業

賃貸用資産

等
471 1 527 224 696 42

（3）在外子会社

　重要な設備はありません。

　（注）１．帳簿価額には建設仮勘定は含まれておりません。

２．機材センター設備を含めて表示しております。

①　本社機材センター　栃木県矢板市

②　関東機材センター　神奈川県秦野市

③　関西機材センター　大阪府枚方市

④　九州機材センター　福岡県田主丸町

⑤　東北機材センター　宮城県名取市

３．平成19年10月１日より、子会社でありますピー・エス・コンクリート株式会社に貸与しております。

３【設備の新設、除却等の計画】

経営の効率化を図るため、工事用機械及び工場用設備などの更新を推進しておりますが、その計画に重要なものは

ありません。

（1）重要な設備の新設

　重要な設備の新設の計画はありません。

（2）重要な改修

　重要な改修の計画はありません。

（3）重要な除却

　重要な除却の計画はありません。
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第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 102,500,000

第一種後配株式 7,500,000

計 110,000,000

②【発行済株式】

種類
事業年度末現在発行数

（株）
（平成20年３月31日）

提出日現在発行数（株）
（平成20年６月26日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 32,537,429 32,537,429
東京証券取引所

市場第一部

完全議決権株式

であり、権利内

容に何ら限定の

ない当社におけ

る標準となる株

式

 

第一種後配株式 7,500,000 7,500,000 非上場・非登録 （注）

計 40,037,429 40,037,429 － －

 (注)第一種後配株式の内容   

１．議決権   

　第一種後配株式は全て議決権を有しております。   

２．配当   

　①平成17年３月期までは、利益配当は行いません。   

　②平成18年３月期以降、普通株式に対して１株につき年12円以上の利益配当または剰余金の配当をする場合は、後配　株

式１株につき年24円の利益配当または剰余金の配当を行います。   

３．取得の請求   

　①株主のオプション   

　イ）取得を請求し得べき期間   

　　　　平成17年７月31日以降   

　ロ）取得の条件   

　　　　普通株式の時価が800円以上になった場合   

　ハ）取得株式数   

　　　　取得株式数＝(400円÷取得時期における時価)×２×(１＋0.014)n　※   

 　　　  但し、後配株式1株につき交付される普通株式は1株を下回らず、2株を上回らないものとします。　　　  

　　　　 ※時価は取得比率を適用する日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の終値の平均値とします。   

　　　　 ※nは平成14年７月31日から取得を請求する日までに経過した満年数(１年未満は切捨て)とします。   
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 　②会社のオプション   

　 イ）取得の請求   

　　　 a）取得時期   

　　　 　　平成17年７月31日以降   

　　　 b）取得の条件   

　　　　　 普通株式の時価が800円以上になった場合   

　　　 c）取得株式数   

　　　　　取得株式数＝(400円÷取得時期の時価)×２×(１＋0.014)n　※   

 　　　   但し、後配株式1株につき交付される普通株式は1株を下回らず、2株を上回らないものとします。   

　　　　  ※時価は取得比率を適用する日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の終値の平均値とします。   

　　　　  ※nは平成14年７月31日から取得を請求する日までに経過した満年数(１年未満は切捨て)とします。   

　 ロ）取得   

　　　 a）可能期間   

　　　　　 平成18年７月31日以降   

　　　 b）取得の条件   

　　　　　 800円×(1+0.014)n　　※   

　　　 c）取得可能株式数   

　　　　  後配株式の全部又は一部を取得することができます。   

　　　　  ※nは平成14年7月31日から取得する日までに経過した満年数(1年未満は切捨て)とします。  

　  ③その他の場合における取得   

　　  　後配株式は、平成24年７月31日以降、以下の算式により普通株式を株主に交付するのと引換えに取得できます。   

　　  取得株式数＝(400円÷取得時期の時価)×2.30   

　　  但し、後配株式1株につき交付される普通株式は1株を下回らず、2株を上回らないものとします。   

　  ④普通株式への転換または取得と配当   

　　    ①、②または③により、後配株式の取得と引換えに交付された普通株式に対する最初の期末配当金または中間配当

金は、転換の請求、一斉転換、取得の請求又は一斉取得が４月１日から９月30日までになされたときは４月１日に、

10月１日から３月31日までになされたときは10月１日に、それぞれ転換または取得があったものとみなしてこれを

支払います。   

（２）【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

（３）【ライツプランの内容】

 　　　該当事項はありません。

（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総
数増減数
（株）

発行済株式総
数残高（株）

資本金増減額
（百万円）

資本金残高
（百万円）

資本準備金増減
額（百万円）

資本準備金残
高（百万円）

平成15年１月31日 － 40,037,429 － 4,218 0 8,780

（注）１．　資本準備金の増減の内容は次のとおりであります。

　　平成15年１月31日　銭函土地有限会社との合併

（注）２．　平成20年６月26日開催の定時株主総会において、資本準備金を670百万円減少し、欠損てん補することを決議

しております。
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（５）【所有者別状況】

　 平成20年３月31日現在

区分

株式の状況（１単元の株式数100株）

単元未満株

式の状況

（株）
政府及び地

方公共団体
金融機関

金融商品取

引業者

その他の法

人

外国法人等

個人その他 計

個人以外 個人

株主数（人） 2 31 29 288 33 1 6,042 6,426 －

所有株式数

（単元）
9,183 56,345 1,564 265,152 8,437 1 59,207 399,889 48,529

所有株式数の

割合（％）
2.29 14.09 0.39 66.31 2.11 0.00 14.81 100 －

（注）１．自己株式133,340株は「個人その他」に1,333単元及び「単元未満株式の状況」に40株含まれております。

２．証券保管振替機構名義の株式が「その他の法人」の中に36単元、「単元未満株式の状況」の中に75株含まれ

ております。

（６）【大株主の状況】

　 平成20年３月31日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
（千株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

三菱マテリアル株式会社

（内　第一種後配株式）
東京都千代田区大手町一丁目５番１号

15,945

(3,642)

39.83

(9.10)

太平洋セメント株式会社 東京都中央区明石町８番１号 4,491 11.22

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社

（内　第一種後配株式）
東京都港区浜松町二丁目11番３号

1,990

(1,928)

4.97

(4.82)

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行

（内　第一種後配株式）
東京都千代田区丸の内二丁目７番１号

1,990

(1,928)

4.97

(4.82)

住友電気工業株式会社 大阪市中央区北浜四丁目５番33号 1,834 4.58

岡山県 岡山市内山下二丁目４番６号 839 2.10

三菱商事株式会社 東京都千代田区丸の内二丁目３番１号 627 1.57

ピーエス三菱従業員持株会 東京都中央区晴海二丁目５番24号 607 1.51

三菱地所株式会社 東京都千代田区大手町一丁目６番１号 496 1.24

株式会社大林組 大阪市中央区北浜東四丁目３３号 400 1.00

計 －
29,222

(7,500)

72.99

(18.73)

　（注）所有株式数は、千株未満を切捨て表示しております。
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（７）【議決権の状況】

①【発行済株式】

　 平成20年３月31日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等）

（自己保有株式）

普通株式

133,300

－
権利内容に何ら限定のない当

社における標準となる株式 

完全議決権株式（その他）

普通株式

32,355,800

　

323,522

　

同上

第一種後配株式

7,499,800

　

74,998

(1)株式の総数等

②発行済株式(注)

に記載のとおり

単元未満株式

　

 普通株式

48,329
－

権利内容に何ら限定のない当

社における標準となる株式  

第一種後配株式

200
－　

(1)株式の総数等

②発行済株式(注)

に記載のとおり

発行済株式総数 40,037,429 － －

総株主の議決権 － 398,520 －

（注）１．「完全議決権株式（自己株式等）」欄は、全て当社保有の自己株式であります。

２．「完全議決権株式（その他）」の「株式数」欄には、証券保管振替機構名義の株式が3,600株が含まれており

ます。また、「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数36個が含まれておりませ

ん。

②【自己株式等】

　 平成20年３月31日現在

所有者の氏名又
は名称

所有者の住所
自己名義所有株
式数（株）

他人名義所有株
式数（株）

所有株式数の合
計（株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

（自己保有株式）　

株式会社ピーエス三

菱

東京都中央区晴海二

丁目５番24号
133,300 － 133,300 0.33

計 － 133,300 － 133,300 0.33

（８）【ストックオプション制度の内容】

　該当事項はありません。
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２【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】　会社法第155条第７号に該当する普通株式の取得

（１）【株主総会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

（２）【取締役会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

（３）【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

区分 株式数（株） 価額の総額（円）

当事業年度における取得自己株式 1,058 365,102

当期間における取得自己株式 360 81,120

（注）当期間における取得自己株式には、平成20年６月１日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り

による株式は含まれておりません。

（４）【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

区分

当事業年度 当期間

株式数（株）
処分価額の総額
（円）

株式数（株）
処分価額の総額
（円）

引き受ける者の募集を行った取得自己株式 － － － －

消却の処分を行った取得自己株式 － － － －

合併、株式交換、会社分割に係る移転を

行った取得自己株式
－ － － －

その他

（単元未満株式の買増請求による売渡）
137 61,297 － －

保有自己株式数 133,340 － 133,700 －

（注）当期間における取得自己株式には、平成20年６月１日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り

及び買増による株式は含まれておりません。
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３【配当政策】

　当社は株主に対する配当政策を最重要課題の一つとして位置づけており、健全な経営基盤を維持するため、内部留保

を確保しつつ、継続的かつ安定的な配当を実施していくことを基本方針としております。また、中間配当と期末配当の

年２回の剰余金の配当を行うことを基本にしており、これらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主

総会、中間配当については配当政策の機動的な遂行を対応可能とするため取締役会としております。

　当期の配当金につきましては、誠に遺憾ながら業績が計画を大きく下回り、大幅な赤字を計上することとなりました

ので、見送らせていただきます。株主の皆様には、多大なるご迷惑をおかけして大変申し訳なく、深甚よりお詫び申し

あげる次第でございます。

　また、内部留保につきましては、プレストレスト・コンクリート（ＰＣ）技術を応用した新工法・新技術の研究開

発、工場の再構築、情報関連投資等に活用して、経営基盤の強化を図るとともに、当社グループの今後の更なる事業展

開および企業競争力の強化に努めていく所存であります。

　当社は、会社法第454条第５項に規定する取締役会の決議により、毎年９月30日を基準日として、中間配当を行うこと

ができる旨を定款に定めております。

４【株価の推移】

（１）【最近５年間の事業年度別最高・最低株価】

回次 第56期 第57期 第58期 第59期 第60期

決算年月 平成16年３月 平成17年３月 平成18年３月 平成19年３月 平成20年３月

最高（円） 508 505 576 530 493

最低（円） 410 411 415 416 205

　（注）　最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。

（２）【最近６月間の月別最高・最低株価】

月別 平成19年10月 11月 12月 平成20年１月 ２月 ３月

最高（円） 361 349 317 302 260 226

最低（円） 330 269 245 210 219 205

　（注）　最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。
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５【役員の状況】

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数

（千株）

代表取締役

 取締役社長
社長執行役員 勝木　恒男  昭和18年12月23日生

昭和42年４月 三菱鉱業株式会社入社

平成10年６月 三菱マテリアル株式会社取締

役

 〃 12年６月 同社執行役員セメント建材カ

ンパニーバイスプレジデント

 〃 14年６月 同社常務執行役員セメントカ

ンパニープレジデント

 〃 15年４月 同社常務執行役員セメント事

業カンパニープレジデント

 〃 15年６月 同社常務取締役

当社取締役

 〃 16年６月 三菱マテリアル株式会社取締

役副社長

 〃 19年６月 当社代表取締役副社長

 〃 副社長執行役員

 〃 20年６月 当社代表取締役社長（現）

 〃 社長執行役員（現）

 (注)3 10.0

代表取締役
常務執行役員

建築本部長
松下　基生 昭和22年11月27日生

昭和45年４月 三菱建設株式会社入社

平成12年７月 同社東京建築支店建築統括部

長

 〃 14年12月 当社東京建築支店副支店長

 〃 17年４月  〃 東京建築支店長

平成17年６月  〃 執行役員東京建築支店長

 〃 19年４月  〃 常務執行役員（現）

 〃 19年６月  〃 取締役

 〃 20年６月  〃 代表取締役（現）

(注)3 1.3

 代表取締役
常務執行役員

土木本部長
杉本　武司 昭和22年10月21日生

昭和47年４月 当社入社

平成11年９月  〃 東京支店土木部担当部長

 〃 13年１月  〃 札幌支店長

 〃 14年８月  〃 メンテナンス部長兼営業

本部第一営業部長

 〃 16年４月  〃 名古屋支店長

 〃 17年６月  〃 執行役員名古屋支店長

 〃 19年４月  〃 常務執行役員（現） 

 〃 19年６月  〃 取締役

 〃 20年６月  〃 代表取締役（現）

(注)3 1.3

取締役相談役
　

　
延増　喬史 昭和16年８月９日生 

昭和40年４月  当社入社

平成４年７月  〃 九州支店総務部長

 〃 ７年４月  〃 九州支店副支店長

 〃 ９年６月  〃 総務部長

 〃 11年４月  〃 総務部長兼企画部長

 〃 11年６月  〃 取締役

 〃 14年６月   〃常務取締役

 〃 15年10月  〃 専務取締役

 〃 17年６月  〃 代表取締役副社長

 〃 副社長執行役員

 〃 18年６月  〃 代表取締役社長

 〃 社長執行役員

 〃 20年６月   〃取締役相談役（現）

(注)3　 2.0
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役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数

（千株）

 取締役

執行役員

建築本部副本部長

・海外事業担当

久保　敬三 昭和23年６月11日生

昭和46年４月 株式会社三菱銀行（現株式会

社三菱東京ＵＦＪ銀行）入行

平成３年５月 同行品川支店長

 〃 ６年２月  〃 神楽坂支店長

 〃 ８年１月  〃 神田支店長

 〃 10年11月 株式会社丸の内よろず常務取

締役

 〃 15年６月 同社代表取締役専務取締役

 〃 18年６月 当社取締役（現）

 〃 18年６月  〃 執行役員（現）

(注)3 －

 取締役

執行役員

技術本部長・安全

品質環境担当

野村　貞廣 昭和22年７月19日生

昭和45年４月 当社入社

平成10年６月  〃 土木技術部長 

 〃 11年７月  〃 東京支店土木技術部長

 〃 13年７月  〃 名古屋支店副支店長

 〃 16年４月  〃 土木本部副本部長

 〃 18年６月  〃 執行役員（現）

 〃 19年６月  〃 取締役（現）

(注)3 2.7

 取締役

執行役員

管理本部長・ＣＳ

Ｒ担当

中田　俊一  昭和24年２月18日生

昭和46年４月 当社入社

平成16年１月  〃 管理本部経理部長

 〃 17年４月  〃 管理本部経理部長兼社長

室関連事業部長

 〃 18年８月  〃 管理本部副本部長兼総務

人事部長兼社長室関連事業部

長

 〃 19年６月  〃 管理本部副本部長兼総務

人事部長

 〃 20年４月  〃 執行役員（現）

 〃 20年６月  〃 取締役（現）

(注)4　 2.7

取締役  関　　　收 昭和14年８月23日生

昭和37年４月 通商産業省入省

 〃 62年６月 同省大阪通商産業省局長

平成元年６月 大臣官房総務審議官

 〃 ２年６月 防衛庁装備局長

 〃 ４年６月 中小企業庁長官

 〃 ５年８月 東京海上火災保険株式会社顧

問

 株式会社日本総合研究所顧問

 〃 ７年６月 住友電気工業株式会社顧問

 〃 ７年６月 同社常務取締役

 〃 11年６月  〃 取締役副社長

 〃 14年６月 当社取締役（現）

 〃 16年６月 同社特別顧問

 〃 18年６月  〃 顧問（現）

(注)3 －
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役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数

（千株）

取締役  清川　浩男 昭和20年５月13日生 

昭和45年４月 三菱鉱業株式会社入社

平成14年６月 三菱マテリアル株式会社執行

役員・関連事業カンパニープ

レジデント

 〃 15年４月 同社執行役員・関連事業室長

 〃 15年６月  〃 常務執行役員・関連事業

室長

 〃 16年６月  〃 常務取締役

 〃 19年６月 当社取締役（現）

 〃 19年６月 同社取締役副社長（現）

(注)3 －

取締役   上村　　清 昭和25年１月12日 

昭和47年４月 秩父セメント株式会社入社

平成16年４月 太平洋セメント株式会社四国

支店長

 〃 18年４月 同社執行役員東京支店長

 〃 20年４月 同社常務執行役員セメントカ

ンパニーバイスプレジデント

 〃 20年６月 当社取締役（現）

 〃 20年６月 同社取締役常務執行役員セメ

ントカンパニーバイスプレジ

デント（現）

(注)4　 －

監査役

（常勤）
 松本　好男 昭和22年２月10日生

昭和45年４月 三菱鉱業株式会社入社

平成12年11月 三菱マテリアル株式会社セメ

ントカンパニー企画管理部長

 〃 14年１月  〃 経営監査室長

 〃 14年６月  〃 執行役員

 〃 15年４月  〃 経営戦略スタッフ

 〃 17年６月 当社監査役（現）

(注)5 1.0

監査役

（常勤）
 森岡　一彦 昭和28年４月19日生 

昭和52年４月 三菱信託銀行株式会社入社

平成14年10月 同社事務管理部副部長

 〃 16年４月 同社横浜駅西口支店長

 〃 18年２月 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社

事務管理部長

 〃 20年６月 同社賛事（現）

 〃 20年６月 当社監査役（現）

(注)6 －

監査役

（常勤）
 古賀　尚宏 昭和20年10月７日生 

昭和46年３月 当社入社

平成14年10月 当社土木本部副本部長

 〃 16年４月 当社広島支店長

 〃 18年４月 当社土木本部副本部長

 〃 18年６月 当社執行役員土木本部副本部

長

 〃 19年４月 当社執行役員東京土木支店長

 〃 20年４月 当社顧問

 〃 20年６月 当社監査役（現）

(注)7 5.2

    計 　 26.2

　（注）　１　取締役　関收、清川浩男、上村清の３氏は、会社法第２条15号に定める社外取締役であります。

２　監査役　松本好男、森岡一彦の両氏は、会社法第２条16号に定める社外監査役であります。

３　平成19年６月28日開催の定時株主総会終結の時から２年間

４　平成20年６月26日開催の定時株主総会終結の時から１年間

５　平成17年６月29日開催の定時株主総会終結の時から４年間

６　平成20年６月26日開催の定時株主総会終結の時から４年間

７　平成20年６月26日開催の定時株主総会終結の時から２年間 
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　        ８　当社は、経営・監督機能と業務執行機能の強化、経営の効率化、意思決定の迅速化等を目的として、執行

    役員制度を導入しております。

    執行役員は19名(うち取締役兼務６名)で次のとおり構成されております。

 

　　　　　　 　職　　名　　　　　 氏　　名　　　　　担当業務

 　※社長執行役員     　勝  木  恒  男　 　    

 　※常務執行役員       松　下　基　生    建築本部長

　 ※常務執行役員       杉　本　武　司    土木本部長

     常務執行役員     　常　陸　壯　介    土木本部担当

   　常務執行役員     　小　林　勤　一    西日本支社長

     常務執行役員     　高　野　　　彬    土木本部担当

   　常務執行役員     　阿　部　銀　二    東日本支社長

   　常務執行役員　　　 田　中　　　哲　　首都圏建築支社長  　　　   　     　　　   

　 ※執行役員　　　　　 久　保　敬　三　　建築本部副本部長・海外事業担当

 　※執行役員           野　村　貞　廣　　技術本部長・安全品質環境担当

　   執行役員           猪　俣　　　明　　土木本部副本部長（兼社長室工務監督室長）

　　 執行役員　　　　　 綿　村　正　明　　建築本部副本部長　　 

　　 執行役員　　　　　 辻　　　　　治　　土木本部副本部長

　　 執行役員           小野寺　　　哲　　建築本部副本部長

　　 執行役員　　　　　 宍　戸　　　勝　　建築本部副本部長

　　 執行役員　　　　　 麻　生　博　文　　社長室長

     執行役員　　　　　 蔵　本　　　修　　西日本支社副支社長兼九州支店長

　　 執行役員　　　　　 森　　　拓　也　　東日本支社副支社長兼名古屋支店長

　 ※執行役員　　　　　 中  田  俊  一    管理本部長・ＣＳＲ担当

 （※は取締役兼務でカッコ内は７月１日付）
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６【コーポレート・ガバナンスの状況】

コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

　当社グループは企業の継続的な発展を図るとともに、高い企業倫理を確立し、社会的信用を獲得するため、適正な牽制

機能を通じて経営の意思決定の公正性、透明性、的確性を確保すること、併せて平成15年10月より運用を開始したリス

クマネジメントシステムの展開及びコンプライアンスの徹底に努めることをコ－ポレ－ト・ガバナンスの基本的な方

針としております。

　とりわけ、ステークホルダーの信頼と期待に応えるため、平成19年４月よりＣＳＲ活動への取り組みをグループ全体

で推進するとともに内部統制システムの整備を通じて当社グループに課せられた社会的責任を果たしてまいります。

（１）会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況

①会社の機関の基本説明

・当社は執行役員制度を平成17年６月に導入、経営の意思決定機関である取締役会の活性化及び迅速化ならびに監

督と業務執行の分離による経営の効率化を図っております。

・取締役会に付議される重要案件については、月２回開催する経営会議においてオープンに且つ迅速に審議してお

ります。また、取締役と執行役員による常勤役員会を定期的に開催し、経営に関わる戦略・基本方針・その他経営

全般に関する重要事項の周知徹底を図っております。

・当社は監査役制度を採用、監査役会は社外監査役２名を含む３名で構成されており、監査役は取締役会の他、重要

な会議に出席し、取締役の職務執行について監視を行っております。また、監査役監査基準第15条第１項に準拠

し、平成19年８月より監査役付を１名配置し、監査職務を補助する体制を整えております。

②コーポレート・ガバナンス体制及び内部統制体制

　 当社のコーポレート・ガバナンス体制及び内部統制体制を示すと次のとおりであります。
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③会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況

　内部統制システム（取締役の職務の執行が法令・定款に適合すること等、会社の業務の適正を確保するための体

制）構築の基本方針として以下の事項を定めています。

１．取締役、執行役員及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

（1）ピーエス三菱発足に際し、「経営理念」を明確にするとともに、平成14年12月、新たに「行動指針」を制　　定

した。

（2）取締役、執行役員及び全ての使用人は「経営理念と行動指針」を遵守、実践して企業倫理の確立に取り組み、

公正な企業活動を通じて社会に貢献するとともに創造的で清新なる企業風土を築く。

（3）「社会との調和」「法令の遵守」「企業会計の透明化」を取締役、執行役員及び全ての使用人の行動指針と

した。

（4）自己完結性の強い業務の中に相互牽制し合う内部牽制システムを構築する。

（5）コンプライアンス上疑義のある行為について、使用人が社内の通報窓口、又は社外の弁護士を通じて会社に通

報、相談できる内部通報制度を構築し、通報者の保護を図るとともに潜在する問題点を把握して自浄作用を

発揮し、法令遵守の実現を図ることとした。

２．取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

（1）情報の保存・管理　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　取締役は、株主総会議事録、取締役会議事録等

法定文書のほか経営会議議事録、回議書等取締役の職務の執行、意思決定に係る情報が記載された文書を、関

連資料とともに、事務用文書取扱規程、重要文書保管規程、文書保存年限類別及び情報セキュリティ管理基本

規程の定めるところに従い、適切に保存し、管理する。

（2）情報の閲覧　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　取締役及び監査役は常時、前項の文書を閲覧する

ことができるものとする。

３．損失の危険の管理に関する規程その他の体制

（1）リスク管理の基礎として、ピーエス三菱グループＣＳＲ基本規程、ＣＳＲなんでも相談室運用規程並びに内部

者取引防止管理規則、情報セキュリティ管理基本規程を定め、これらの規程に従ったリスク管理体制を構築

するものとする。

（2）不測の事態が発生した場合には、社長指揮下の対策本部を設置し、迅速な対応を行い、損害の拡大を防止し、被

害を最小限に止める。

４．取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

（1）執行役員制度の導入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成17年６月、執行役員制度を導入し、取締

役は経営の意思決定の迅速化、監督機能の強化など経営機能に専念し、取締役会は業務執行権限を執行役員

に委嘱して執行責任を明確にし、コーポレートガバナンスの一層の充実を図ることとする。　

（2）経営会議　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　当社は、職務執行の決定が適切かつ機動的に行わ

れるため常勤の取締役で構成する経営会議を設置し、原則月２回、全社及び当社グループ全体の経営に係わ

る戦略、基本方針その他経営全般に関する重要事項を審議する。さらに、代表取締役あるいは、取締役会の意

思決定を適法・適正かつ効率的に行うために、取締役会付議事項について事前に慎重な審議を行い、代表取

締役及び取締役会の意思決定に資するものとする。

（3）常勤役員会

取締役・執行役員で構成する常勤役員会を設置し、定期的に、各支社より業績の評価と改善策を報告させ、具

体的な施策を本社が一体となって実施するよう協議する他、経営に係わる戦略、基本方針その他経営全般に

関する重要事項の周知徹底を図る。　

５．当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

（1）当社の経営理念と行動指針に基づき、当社子会社と一体となった法令遵守の推進を行なうものとし、各子会社

において、当社に準拠したＣＳＲ推進体制を整備する。また、子会社におけるコンプライアンスの周知・徹底

及び推進のための啓発活動を支援する。

（2）関係会社取扱規程を定め、同規程に基づく当社への決裁・報告制度により、子会社の経営管理を行なうものと

する。

また、当社より取締役又は監査役を派遣するとともに子会社連絡会を設置し、各子会社における内部統制の

実効性を高める施策を実施する。

（3）監査部が企業集団に対する内部監査を実施し、その結果を当社の社長並びに監査役に報告するとともに必要

があれば子会社の代表取締役に通知する。
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６．取締役及び取締役会は、監査役会が定めた「当社監査役会規則並びに監査基準」に則り、監査役の職務の執行

のための必要な、次の体制の整備に留意しなければならない。

（1）監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項　　　　　取締

役は、監査基準第15条第１項及び２項に規定する「補助使用人の体制」について監査役との間で協議の機会

を持ち、その使用人の配置に努めなければならない。　　

（2）前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項

取締役は、予め監査役の補助使用人の人事異動に係わる同意を求めるとともに当該使用人の人事査定に係わ

る協議事項等、監査役会の決議を尊重する。

（3）取締役、執行役員及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制

取締役は、法律に定める事項のほか、取締役、執行役員又は使用人から監査役に対する報告事項について予め

監査役と協議して定める。

（4）その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

代表取締役は、監査役会と定期的に会合をもち、会社が対処すべき課題、監査役監査の環境整備の状況、監査

上の重要課題等について意見を交換するなど、監査役との相互認識を深めるよう努める。

７．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況　

  当社グループは反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方として、行動指針に反社会的勢力に対し、毅然とし

た態度で臨むことを明記しております。整備状況は以下の通りとなっております。

（1）対応統括部署及び不当要求防止責任者設置状況について本社総務人事部を全社的な統括部署とし、不当要求

     については各支社の管理部が対応しております。不当要求防止責任者については各支社1名以上を配置して

     おります。

（2）外部の専門機関との連携状況必要に応じ、所轄警察署、暴力追放運動推進センター、弁護士等と連携を図り

     対応しております。

（3）反社会的勢力に関する情報の収集・管理状況所轄警察署等からの反社会的勢力に関する情報を収集し、本社

     総務人事部にて全社的な情報を集約しております。　

（4）対応マニュアルの整備状況平成16年11月に「特殊暴力防止対応マニュアル」を策定しており、当社イントラ

     ネットに掲示し、全役職員に周知を図っております。　

（5）研修活動の実施状況各支社管理部を中心に反社会的勢力への対応に関する教材等を用いて講習会や研修を実

     施しております。

④内部監査及び監査役監査の状況

・内部監査につきましては、社内監査の独立性を確保するために平成18年７月１日付で経営監査部を監査部とし、

社長直属の部署としました。また、平成20年４月より適用開始となる財務報告に係る内部統制に伴い、ＩＴ統制の

評価を行うため、情報システム部より１名増員するとともに人員の刷新を図り、３名体制でグループ業務全般に

関し、適正に業務が執行されているかを厳正に監査しております。なお、情報システム部は内部統制上の独立性の

確保のために平成20年４月１日付で管理本部から社長室に職制を変更しております。

・監査部と監査役との間においては、年度内部監査計画を協議するとともに内部監査結果及び指摘・提言事項等に

つき、相互に意見交換する等、連携を図っております。

⑤会計監査の状況

・監査法人及び当社監査に従事する監査法人の業務執行社員と当社の間には、特別の利害関係はなく、また、監査法

人は業務執行社員について当社の会計監査に一定の期間を超えて関与することのないように措置をとっており

ます。当期における当社の会計監査人の名称、業務を執行した公認会計士の氏名、会計監査業務に係る補助者の構

成については次のとおりです。

・会計監査人の名称：あずさ監査法人

・業務を執行した公認会計士の氏名

　指定社員、業務執行社員：阿部隆哉、上坂善章、貝塚真聡　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・会計監査業務に係る補助者の構成

　公認会計士　3名、会計士補　3名、その他　5名
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⑥社外取締役及び社外監査役との関係

　当社の社外取締役は３名で、１名は筆頭株主である三菱マテリアル株式会社の取締役、１名は株主である太平洋セ

メント株式会社の取締役、１名は株主である住友電気工業株式会社の特別顧問であります。３社とも当社と営業上

の取引関係があります。

　社外監査役は２名で、１名は筆頭株主である三菱マテリアル株式会社の執行役員を退任し、当社監査役に就任、１

名は三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社の従業員であり、当社監査役に就任しております。なお、２社とも営業上の取引が

あります。

　社外取締役、社外監査役は、いずれも当社との間には、利害関係はありません。

（２）リスク管理体制の整備の状況

　当社グループのＣＳＲ体制において「コンプライアンスの徹底」、「リスクマネジメントの推進」、「ステークホ

ルダーコミュニケーションの推進」、「地域社会への貢献」を活動の基本方針に定め、社会との繋がりを考えた事

業活動を行っております。特に不正・違法行為は会社存続を揺るがす大きなリスクであることから「コンプライア

ンスの徹底」をＣＳＲの基盤・根幹と位置付け、コンプライアンス研修などのグループ各社も含めた全役職員の遵

法意識の高揚に向けた活動を展開するとともに、未然防止という観点からリスクマネジメント機能の強化を図って

おります。

　平成19年７月　　営業担当者向けコンプライアンス研修会

　　　　　９月　　合同コンプライアンス研修会

　　　　　12月　　合同人権研修会　　　

　昨年、監査部は年度目標として「ＣＳＲ体制および活動状況」を重点項目に掲げ、当社各拠点及びグループ各社を

対象にＣＳＲ活動状況をモニタリングするとともに、リスクマネジメントやコンプライアンスに関する監査を実施

しております。

　平成17年4月施行の個人情報保護法に対応したプライバシー・ポリシーの制定、また平成18年4月施行の公益通報

者保護法については、ヘルプライン、コンプライアンス・ホットラインとして平成15年10月に設置したリスクマネ

ジメント相談室を平成19年4月より「ＣＳＲなんでも相談室」に名称変更を実施、これを機会に、平成16年11月に設

置した当社顧問弁護士社外窓口とともに、周知を徹底し内部統制管理体制の強化を図ってまいります。

　グループ全体につきましても、関係会社連絡会を開催するなど、意思決定ならびに監督・監査につき同様の姿勢を

堅持しており、社長室関連事業部を事務局として、各社の事業計画の審査・調整を推進しております。　

（３）役員報酬の内容

当事業年度における当社の取締役および監査役に対する役員報酬は以下のとおりであります。

社内取締役に支払った報酬 131百万円

社外取締役に支払った報酬 4百万円

監査役に支払った報酬 44百万円

（４）監査報酬の内容

当事業年度における当社の監査法人に対する報酬は以下のとおりであります。

公認会計士法第２条第１項

に規定する業務に基づく報酬
38百万円

上記以外の報酬 6　

（５）取締役の選任の決議要件

当社の取締役は15名以内とし、取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上

を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款で定めております。また、取締役の選任決議は、

累積投票によらない旨を定款で定めております。

（６）株主総会決議事項を取締役会で決議することができることとした事項

当社は取締役会の決議によって、毎年３月31日最終の株主名簿に記載または記録された株主または登録株式質権者

に対し、中間配当金を配当することができることとなっております。また、自己株式の取得について必要な場合機動

的な対応ができるように会社法第165条第２項の規定により取締役会決議によって市場取引等により自己株式を取

得することができる旨を定款で定めています。
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（７）株主総会決議の方法

株主総会の決議は、法令または定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主

の議決権の過半数を持って行っております。また、会社法第309条第２項の定めによるべき決議は、議決権を行使す

ることができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上をもって行うこと

としております。

（８）社外取締役及び社外監査役との間の責任限定契約

当社は会社法第427条第１項の規定により、社外取締役及び社外監査役との間に、損害賠償責任を限定する契約を締

結することができます。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額としております。
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第５【経理の状況】

１．連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について

(1） 当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和51年大蔵省令第28号。以下

「連結財務諸表規則」という。）に準拠して作成し、「建設業法施行規則」（昭和24年建設省令第14号）に準じて記

載しております。

　なお、前連結会計年度（平成18年４月１日から平成19年３月31日まで）は、改正前の連結財務諸表規則に基づき、当

連結会計年度（平成19年４月１日から平成20年３月31日まで）は、改正後の連結財務諸表規則に基づいて作成してお

ります。

(2） 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務

諸表等規則」という。）第２条の規定に基づき、同規則及び「建設業法施行規則」（昭和24年建設省令第14号）によ

り作成しております。

　なお、第59期事業年度（平成18年４月１日から平成19年３月31日まで）は、改正前の財務諸表等規則及び建設業法施

行規則に基づき、第60期事業年度（平成19年４月１日から平成20年３月31日まで）は、改正後の財務諸表等規則及び

建設業法施行規則に基づいて作成しております。

２．監査証明について

　当社は、証券取引法第193条の２の規定に基づき、前連結会計年度（平成18年４月１日から平成19年３月31日まで）の連

結財務諸表及び第59期事業年度（平成18年４月１日から平成19年３月31日まで）の財務諸表について、新日本監査法人

及びあずさ監査法人により監査を受けております。

　また、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当連結会計年度（平成19年４月１日から平成20年３月31日ま

で）の連結財務諸表及び第60期事業年度（平成19年４月１日から平成20年３月31日まで）の財務諸表について、あずさ

監査法人により監査を受けております。

　なお、当社の会計監査人は次のとおり異動しております。

　　前連結会計年度及び前事業年度　新日本監査法人及びあずさ監査法人

　　当連結会計年度及び当事業年度　あずさ監査法人
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１【連結財務諸表等】

（１）【連結財務諸表】

①【連結貸借対照表】

 　
前連結会計年度

（平成19年３月31日）
当連結会計年度

（平成20年３月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

（資産の部）      

Ⅰ　流動資産      

現金及び預金  10,870  14,230  

受取手形・完成工事未収入金等 ※５ 48,839  46,794  

未成工事支出金  17,514  17,094  

その他たな卸資産  1,137  3,764  

繰延税金資産  11  9  

未収入金  5,457  8,600  

その他  1,049  1,102  

貸倒引当金  △234  △257  

流動資産合計  84,645 80.3 91,338 84.0

Ⅱ　固定資産      

１．有形固定資産      

建物・構築物  8,484  7,972  

機械・運搬具・工具器具備品  12,351  11,389  

土地 ※２ 10,731  9,615  

建設仮勘定  6  69  

減価償却累計額  △16,505  △15,837  

有形固定資産合計  15,067 14.3 13,208 12.1

２．無形固定資産  71 0.1 34 0.1

３．投資その他の資産      

投資有価証券 ※１ 3,555  1,062  

長期貸付金  107  70  

破産債権、更生債権等  3,209  3,126  

繰延税金資産  39  231  

その他 ※１ 2,258  3,039  

貸倒引当金  △3,552  △3,354  

投資その他の資産合計  5,618 5.3 4,177 3.8

固定資産合計  20,757 19.7 17,420 16.0

資産合計  105,403 100.0 108,758 100.0
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前連結会計年度

（平成19年３月31日）
当連結会計年度

（平成20年３月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

（負債の部）      

Ⅰ　流動負債      

支払手形・工事未払金等 ※５ 43,238  43,866  

短期借入金  16,523  23,405  

未払法人税等  323  207  

未成工事受入金  11,937  13,603  

賞与引当金  327  281  

完成工事補償引当金  181  140  

工事損失引当金  2,259  2,195  

その他  3,287  4,183  

流動負債合計  78,078 74.1 87,883 80.8

Ⅱ　固定負債      

退職給付引当金  5,384  3,888  

役員退職慰労引当金  397  311  

繰延税金負債  172  －  

再評価に係る繰延税金負債 ※２ 2,255  2,115  

その他  36  33  

固定負債合計  8,247 7.8 6,349 5.8

負債合計  86,325 81.9 94,232 86.6

　　（純資産の部） 　     

Ⅰ　株主資本 　     

１．資本金 　 4,218 4.0 4,218 3.9

２．資本剰余金 　 8,780 8.3 8,780 8.1

３．利益剰余金 　 4,718 4.5 379 0.3

４．自己株式 　 △59 △0.1 △59 △0.0

　　株主資本合計 　 17,658 16.7 13,319 12.3

Ⅱ　評価・換算差額等 　     

１．その他有価証券評価差額金 　 599 0.6 50 0.0

２．土地再評価差額金 ※２ 851 0.8 1,199 1.1

３．為替換算調整勘定 　 △129 △0.1 △133 △0.1

　　評価・換算差額等合計 　 1,321 1.3 1,116 1.0

Ⅲ　少数株主持分 　 97 0.1 90 0.1

純資産合計 　 19,077 18.1 14,525 13.4

負債純資産合計 　 105,403 100.0 108,758 100.0
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②【連結損益計算書】

　 　
前連結会計年度

(自　平成18年４月１日
　至　平成19年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成19年４月１日
　至　平成20年３月31日)

区分
注記
番号

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高        

完成工事高   145,674 100.0  130,581 100.0

Ⅱ　売上原価        

完成工事原価   137,512 94.4  124,155 95.1

売上総利益        

完成工事総利益   8,162 5.6  6,426 4.9

Ⅲ　販売費及び一般管理費
※１
※２

 11,121 7.6  8,963 6.8

営業損失   2,959 2.0  2,536 1.9

Ⅳ　営業外収益        

受取利息  20   17   

受取配当金  35   37   

為替差益  29   －   

貸与料収入  19   32   

受取特許料  16   3   

還付加算金  0   3   

スクラップ売却収入  －   23   

その他  72 194 0.1 38 155 0.1

Ⅴ　営業外費用        

支払利息  196   304   

持分法による投資損失  7   4   

貸倒引当金繰入額  10   －   

支払保証料  40   40   

手形売却損  －   68   

為替差損  －   158   

その他  40 295 0.2 8 584 0.5

経常損失   3,060 2.1  2,966 2.3

Ⅵ　特別利益        

固定資産売却益 ※３ 11   821   

貸倒引当金戻入益  88   71   

投資有価証券売却益  6   409   

その他  3 109 0.1 93 1,396 1.1

Ⅶ　特別損失        

固定資産売却損 ※４ 0   0   

固定資産除却損 ※５ 6   27   

減損損失 ※７ 1,224   777   

退職特別加算金  217   474   

貸倒引当金繰入額  390   505   

ゴルフ会員権評価損  0   2   

投資有価証券評価損  43   156   

課徴金等  440   －   

本社・支店移転費用 ※６ 222   －   

その他  58 2,604 1.8 219 2,163 1.7

税金等調整前当期純損
失

  5,555 3.8  3,733 2.9

法人税、住民税及び事業
税

 340   248   

法人税等調整額  3,760 4,101 2.8 △140 108 0.1

少数株主利益又は少数
株主損失（△）

  29 0.0  △12 △0.1

当期純損失   9,686 6.6  3,829 2.9
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③【連結株主資本等変動計算書】

前連結会計年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

 
株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成18年３月31日　残高
（百万円）

4,218 8,780 15,391 △58 28,331

連結会計年度中の変動額      

剰余金の配当（注）   △162  △162

剰余金の配当   △162  △162

役員賞与（注）   △15  △15

当期純損失   △9,686  △9,686

自己株式の取得    △0 △0

自己株式の処分  0  0 0

土地再評価差額金取崩額   △647  △647

株主資本以外の項目の連結会計
年度中の変動額（純額）

     

連結会計年度中の変動額合計
（百万円）

－ 0 △10,673 △0 △10,673

平成19年３月31日　残高
（百万円）

4,218 8,780 4,718 △59 17,658

 

評価・換算差額等

少数株主持分 純資産合計
その他有価証券
評価差額金

土地再評価
差額金

為替換算
調整勘定

評価・換算
差額等合計

平成18年３月31日　残高
（百万円）

852 204 △140 916 55 29,304

連結会計年度中の変動額       

剰余金の配当（注）    －  △162

剰余金の配当    －  △162

役員賞与（注）    －  △15

当期純損失    －  △9,686

自己株式の取得    －  △0

自己株式の処分    －  0

土地再評価差額金取崩額    －  △647

株主資本以外の項目の連結会計
年度中の変動額（純額）

△253 647 11 404 42 447

連結会計年度中の変動額合計
（百万円）

△253 647 11 404 42 △10,226

平成19年３月31日　残高
（百万円）

599 851 △129 1,321 97 19,077

 （注）　平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。

当連結会計年度（自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日）

 
株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成19年３月31日　残高
（百万円）

4,218 8,780 4,718 △59 17,658

連結会計年度中の変動額      

剰余金の配当   △162  △162

当期純損失   △3,829  △3,829

自己株式の取得    △0 △0

自己株式の処分  △0  0 0

自己株式処分差損  0 △0  －

土地再評価差額金取崩額   △347  △347
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株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

株主資本以外の項目の連結会計
年度中の変動額（純額）

     

連結会計年度中の変動額合計
（百万円）

－ △0 △4,338 △0 △4,339

平成20年３月31日　残高
（百万円）

4,218 8,780 379 △59 13,319

 

評価・換算差額等

少数株主持分 純資産合計
その他有価証券
評価差額金

土地再評価
差額金

為替換算
調整勘定

評価・換算
差額等合計

平成19年３月31日　残高
（百万円）

599 851 △129 1,321 97 19,077

連結会計年度中の変動額       

剰余金の配当    －  △162

当期純損失    －  △3,829

自己株式の取得    －  △0

自己株式の処分    －  0

自己株式処分差損    －  －

土地再評価差額金取崩額    －  △347

株主資本以外の項目の連結会計
年度中の変動額（純額）

△549 347 △3 △205 △7 △212

連結会計年度中の変動額合計
（百万円）

△549 347 △3 △205 △7 △4,551

平成20年３月31日　残高
（百万円）

50 1,199 △133 1,116 90 14,525
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④【連結キャッシュ・フロー計算書】

  
前連結会計年度

(自　平成18年４月１日
　至　平成19年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成19年４月１日
　至　平成20年３月31日)

区分
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー    

税金等調整前当期純損失  △5,555 △3,733

減価償却費  725 660

のれん及び負ののれん償却額  0 △2

持分法による投資損失  7 4

減損損失  1,224 777

投資有価証券評価損  43 156

ゴルフ会員権評価損  0 2

退職特別加算金  217 474

退職給付引当金の減少額  △783 △1,493

役員退職慰労引当金の減少額  △80 △86

完成工事補償引当金の増加・減少（△）額  52 △40

工事損失引当金の増加・減少（△）額  1,939 △64

賞与引当金の減少額  △55 △46

貸倒引当金の増加・減少（△）額  322 △171

受取利息及び受取配当金  △55 △54

支払利息  196 304

為替差損益  △63 83

固定資産除売却損益  46 △1,148

売上債権の減少額  7,833 1,989

たな卸資産の増加（△）・減少額  2,211 △2,231

仕入債務の増加・減少（△）額  △4,269 649

未成工事受入金の増加・減少（△）額  △3,747 1,666

役員賞与の支払額  △15 －

未収入金の増加額  － △3,142

その他  △1,050 △316

小計  △857 △5,763

利息及び配当金の受取額  61 55

利息の支払額  △189 △304

退職特別加算金の支払額  △73 △107

法人税等の支払額  △232 △347

営業活動によるキャッシュ・フロー  △1,291 △6,467
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前連結会計年度

(自　平成18年４月１日
　至　平成19年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成19年４月１日
　至　平成20年３月31日)

区分
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円）

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー    

定期預金の払出による収入  － 10

有形固定資産の取得による支出  △637 △432

有形固定資産の売却による収入  30 1,653

投資有価証券の取得による支出  △13 △9

投資有価証券の売却による収入  16 1,712

子会社株式の取得による支出  － △5

連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得
による収入

 55 －

貸付けによる支出  △123 △1

貸付金の回収による収入  98 115

差入保証金の支払額  △190 －

差入保証金の返還額  533 －

その他  7 78

投資活動によるキャッシュ・フロー  △221 3,121

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー    

短期借入金の純増加・純減少（△）額  △1,164 6,944

長期借入金の返済による支出  △620 △75

自己株式の取得・売却による純支出  △0 △0

配当金の支払額  △323 △160

少数株主への配当金支払額  △12 △0

財務活動によるキャッシュ・フロー  △2,120 6,708

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額  12 8

Ⅴ　現金及び現金同等物の増加・減少（△）額  △3,620 3,370

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高  14,481 10,860

Ⅶ　現金及び現金同等物の期末残高 ※１ 10,860 14,230
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項 目
前連結会計年度

(自　平成18年４月１日
　至　平成19年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成19年４月１日
　至　平成20年３月31日)

１．連結の範囲に関する事項   

 (1）連結子会社　　 １４社

主要な連結子会社名

㈱秦野製作所

㈱ニューテック

㈱ピーエス機工

新規連結　　　１社

タイ菱和建設㈱

　当社が同社株式を追加取得したため、

当連結会計年度より、持分法適用会社

から連結の範囲に含めております。

１２社

主要な連結子会社名

㈱秦野製作所

㈱ニューテック康和

㈱ピーエス機工

　グループの再編と集中を図るため、康

和建設㈱及び新栄エンジニアリング㈱

の２社は平成19年10月１日付で㈱

ニューテックに吸収合併されたため、

㈱宮崎ピー・エスは、当連結会計年度

中に清算を結了したため、３社減少し

ております。

　なお、㈱ニューテックは㈱ニューテッ

ク康和に社名を変更しております。

新規連結　　　１社

ピー・エス・コンクリート㈱

　当社の工場部門にて営んでおりまし

たプレキャスト・コンクリート製品の

製造、販売等事業の特化及びコスト競

争力の向上を目的に平成19年10月１日

を期日として新設分割の方式により設

立したため、連結の範囲に含めており

ます。

２．持分法の適用に関する

事項

  

(1）持分法適用会社 関連会社　　　３社

エー・エム・エンジニアリング㈱

㈱ピーシー建築技術研究所

ＶＩＮＡ－ＰＳＭＣプレキャストコン

クリート合弁会社

　タイ菱和建設㈱は、当社が同社株式を

追加取得し連結子会社となったため、

持分法の適用範囲から除外しておりま

す。

関連会社　　　３社

エー・エム・エンジニアリング㈱

㈱ピーシー建築技術研究所

ＶＩＮＡ－ＰＳＭＣプレキャストコン

クリート合弁会社

(2）持分法非適用会社 関連会社　　　１社

㈱アクティブ技術研究所

　㈱アクティブ技術研究所は㈱東亜技

術コンサルタントが社名を変更したも

のであります。

　㈱アクティブ技術研究所は、連結純損

益及び利益剰余金等に及ぼす影響が軽

微であり、かつ全体としても重要性が

ないため、持分法の適用から除外して

おります。

関連会社　　　１社

㈱アクティブ技術研究所

　㈱アクティブ技術研究所は、連結純損

益及び利益剰余金等に及ぼす影響が軽

微であり、かつ全体としても重要性が

ないため、持分法の適用から除外して

おります。
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項 目
前連結会計年度

(自　平成18年４月１日
　至　平成19年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成19年４月１日
　至　平成20年３月31日)

３．連結子会社の事業年度等

に関する事項

　連結子会社のうち㈱コンポニンド・ベ

トンジャヤ、ＰＳＭコンストラクション

ＵＳＡ㈱及びタイ菱和建設㈱の決算日は

12月31日であります。連結財務諸表の作

成にあたっては、同日現在の財務諸表を

使用し、連結決算日との間に生じた重要

な取引については、連結上必要な調整を

行っております。

同左

４．会計処理基準に関する

事項

  

 (1）重要な資産の評価基準

及び評価方法

①　有価証券 ①　有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

　決算日の市場価格等に基づく時

価法（評価差額は全部純資産直入

法により処理し、売却原価は移動

平均法により算定しております）

その他有価証券

時価のあるもの

同左

 時価のないもの

　移動平均法による原価法

時価のないもの

同左

   
 ②　たな卸資産 ②　たな卸資産

 未成工事支出金・その他たな卸資産　

(仕掛品・販売用不動産)

………個別法による原価法

その他たな卸資産（材料貯蔵品）

…移動平均法による原価法

同左
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項 目
前連結会計年度

(自　平成18年４月１日
　至　平成19年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成19年４月１日
　至　平成20年３月31日)

 (2）重要な減価償却資産の

減価償却の方法

①　有形固定資産 ①　有形固定資産

　当社及び国内連結子会社は定率法を、

また、在外連結子会社は当該国の会計

基準の規定に基づく定額法を採用して

おります。

　ただし、当社及び国内連結子会社は平

成10年４月１日以降に取得した建物

（建物附属設備を除く）は定額法を採

用しております。

　なお、主な耐用年数は次のとおりであ

ります。

建物・構築物  10～60年

機械・運搬具・

工具器具備品
 ３～12年

　当社及び国内連結子会社は定率法を、

また、在外連結子会社は当該国の会計

基準の規定に基づく定額法を採用して

おります。

　ただし、当社及び国内連結子会社は平

成10年４月１日以降に取得した建物

（建物附属設備を除く）は定額法を採

用しております。

　なお、主な耐用年数は次のとおりであ

ります。

建物・構築物  10～60年

機械・運搬具・

工具器具備品
 ３～12年

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②　無形固定資産

（会計方針の変更）

　当社及び国内連結子会社は、法人税法

の改正に伴い、当連結会計年度より、平

成19年４月１日以降に取得した有形固

定資産について、改正後の法人税法に

基づく減価償却の方法に変更しており

ます。

　これにより営業損失、経常損失及び税

金等調整前当期純損失は、それぞれ29

百万円増加しております。

（追加情報）

　当社及び国内連結子会社は、法人税法

の改正に伴い、平成19年３月31日以前

に取得した有形固定資産については、

改正前の法人税法に基づく減価償却の

方法の適用により取得価額の５％に到

達した連結会計年度の翌連結会計年度

より、取得価額の５％相当額と備忘価

額との差額を５年間にわたり均等償却

し、減価償却費に含めて計上しており

ます。

　これにより営業損失、経常損失がそれ

ぞれ37百万円、税金等調整前当期純損

失が35百万円増加しております。 

②　無形固定資産

 　当社及び国内連結子会社は定額法を

採用しております。

　ただし、自社利用ソフトウェアについ

ては、社内における利用可能期間（５

年）に基づく定額法によっておりま

す。

同左
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項 目
前連結会計年度

(自　平成18年４月１日
　至　平成19年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成19年４月１日
　至　平成20年３月31日)

 (3）重要な引当金の計上

基準

①　貸倒引当金 ①　貸倒引当金

　当社及び国内連結子会社は債権の貸

倒れによる損失に備えるため、一般債

権については貸倒実績率により、貸倒

懸念債権等特定の債権については個別

に回収可能性を勘案し、回収不能見込

額を計上しております。

　在外連結子会社は主として特定の債

権について回収不能見込額を計上して

おります。

同左

 ②　賞与引当金 ②　賞与引当金

 　当社及び国内連結子会社は従業員に

支給する賞与に充てるため、支給見込

額に基づき計上しております。

同左

 ③　完成工事補償引当金 ③　完成工事補償引当金

 　当社及び国内連結子会社は完成工事

等にかかる瑕疵担保等の費用に備える

ため、過去の実績率を基礎に将来の見

積補修費を加味して計上しておりま

す。

同左

 ④　工事損失引当金 ④　工事損失引当金

 　当社及び国内連結子会社は、手持工事

等のうち損失の発生が見込まれるもの

について、将来の損失に備えるため、そ

の損失見込額を計上しております。

　　　　　 　同左
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項 目
前連結会計年度

(自　平成18年４月１日
　至　平成19年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成19年４月１日
　至　平成20年３月31日)

 ⑤　退職給付引当金 ⑤　退職給付引当金

 　従業員の退職給付に備えるため、当社

及び㈱コンポニンド・ベトンジャヤは

当連結会計年度末における退職給付債

務及び年金資産の見込額に基づき計上

しております。

　また、国内連結子会社は自己都合期末

要支給額を退職給付債務として計上し

ております。

　数理計算上の差異は、各連結会計年度

の発生時における従業員の平均残存勤

務期間以内の一定の年数（12年）によ

る定額法により按分した額をそれぞれ

発生の翌連結会計年度から費用処理す

ることとしております。

(数理計算上の差異の費用処理年数の変更)

　当連結会計年度において当社の従業

員の平均残存勤務期間が15年を下回っ

たため、数理計算上の差異の費用処理

年数を従来の15年から12年に変更して

おります。

　この変更により、営業損失、経常損失

及び税金等調整前当期純損失が23百万

円増加しております。

　従業員の退職給付に備えるため、当連

結会計年度末における退職給付債務及

び年金資産の見込額に基づき計上して

おります。

　数理計算上の差異は、各連結会計年度

の発生時における従業員の平均残存勤

務期間以内の一定の年数（12年）によ

る定額法により按分した額をそれぞれ

発生の翌連結会計年度から費用処理す

ることとしております。

　なお、連結子会社は自己都合期末要支

給額を退職給付債務として計上してお

ります。

 ⑥　役員退職慰労引当金 ⑥　役員退職慰労引当金

 　当社及び一部連結子会社は役員及び

執行役員の退職慰労金の支給に充てる

ため、内規による期末要支給額を計上

しております。

　同左

 (4）完成工事高の計上基準 　完成工事高の計上は、工事完成基準に

よっておりますが、長期大型工事（当社

は工期１年以上かつ請負金額５億円以

上、㈱ニューテックは工期１年以上かつ

請負金額２億円以上、康和建設㈱及び菱

建基礎㈱は工期１年以上かつ請負金額１

億円以上）については、工事進行基準を

適用しております。また、海外連結子会社

の完成工事高の計上は、主として工事進

行基準を適用しております。

　なお、工事進行基準によった完成工事高

は、48,585百万円であります。

　完成工事高の計上は、工事完成基準に

よっておりますが、長期大型工事（当社

は工期１年以上かつ請負金額５億円以

上、㈱ニューテック康和は工期１年以上

かつ請負金額２億円以上、菱建基礎㈱は

工期１年以上かつ請負金額１億円以上）

については、工事進行基準を適用してお

ります。また、海外連結子会社の完成工事

高の計上は、主として工事進行基準を適

用しております。

　なお、工事進行基準によった完成工事高

は、47,002百万円であります。

 (5）重要なリース取引の

処理方法

　当社及び国内連結子会社は、リース物件

の所有権が借主に移転すると認められる

もの以外のファイナンス・リース取引に

ついては、通常の賃貸借取引に係る方法

に準じた会計処理によっております。

同左
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項 目
前連結会計年度

(自　平成18年４月１日
　至　平成19年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成19年４月１日
　至　平成20年３月31日)

 (6）消費税等の会計処理 　税抜方式によっております。 同左

５．連結子会社の資産及び負

債の評価に関する事項 

　連結子会社の資産及び負債の評価につ

いては、全面時価評価法を採用しており

ます。

同左

６．のれん及び負ののれんの

償却に関する事項

　のれんの償却については、当連結会計年

度においては金額が僅少なため、発生年

度に全額を償却しております。

　負ののれんの償却については、当連結会

計年度においては金額が僅少なため、発

生年度に全額を償却しております。

７．連結キャッシュ・フロー

計算書における資金の

範囲

　連結キャッシュ・フロー計算書におけ

る資金（現金及び現金同等物）は、手許

現金、随時引き出し可能な預金および容

易に換金可能であり、かつ、価値の変動に

ついて僅少なリスクしか負わない取得日

から３ヶ月以内に償還期限の到来する短

期投資からなっております。

同左
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前連結会計年度
(自　平成18年４月１日
　至　平成19年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成19年４月１日
　至　平成20年３月31日)

（役員賞与に関する会計基準）　

　当連結会計年度より、「役員賞与に関する会計基準」　

（企業会計基準第４号　平成17年11月29日）を適用してお

ります。

　これによる損益への影響はありません。

─────── 

　

（貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準）　

　当連結会計年度より、「貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準」（企業会計基準第５号　平成17年12月９

日）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基

準等の適用指針」（企業会計基準適用指針第８号　平成17

年12月９日）を適用しております。

　これまでの資本の部の合計に相当する額は18,980百万円

であります。

　なお、当連結会計年度における貸借対照表の純資産の部に

ついては、連結財務諸表規則の改正に伴い、改正後の連結財

務諸表規則により作成しております。　

─────── 
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表示方法の変更

前連結会計年度
(自　平成18年４月１日
　至　平成19年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成19年４月１日
　至　平成20年３月31日)

─────── （連結損益計算書）

１．前連結会計年度において、営業外収益の「その他」に

　含まれていた「スクラップ売却収入」は、営業外収益の

　総額の100分の10を超えたため当連結会計年度は区分掲

　記して表示しております。 

　　なお、前連結会計年度の「その他」に含まれる「スク

　ラップ売却収入」は16百万円であります。

２．前連結会計年度において、営業外費用の「その他」に

　含まれていた「手形売却損」は、営業外費用の総額の

　100分の10を超えたため当連結会計年度は区分掲記して

　表示しております。 

　　なお、前連結会計年度の「手形売却損」は７百万円で

　あります。 

 （連結キャッシュ・フロー計算書関係）

  従来、営業活動によるキャッシュ・フローにおいて区分

掲記していた「その他資産の増加（△）・減少額」及び

「その他負債の増加・減少（△）額」は、それぞれ合算し

「その他」に表示しております。

　なお、当連結会計年度の「その他」に含まれている「その

他資産の増加額」は502百万円、「その他負債の減少額」

は、547百万円であります。

　また、投資活動によるキャッシュ・フローの「差入保証金

の支払額」及び「差入保証金の返還額」は、金額の重要性

を鑑み当連結会計年度は区分掲記して表示しております。

　なお、前連結会計年度の「その他」に含まれている「差入

保証金の支払額」は169百万円、「差入保証金の返還額」

は、42百万円であります。

　前連結会計年度において「連結調整勘定償却額」として

掲記されていたものは、当連結会計年度から「のれん償却

額」と表示しております。

（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

１．従来、営業活動によるキャッシュフローにおいて「そ

　の他」に含まれていた「未収入金の増加額」は、金額の

　重要性が増加したため、当連結会計年度は区分掲記して

表示しております。

　　なお、前連結会計年度の「その他」に含まれる「未収

　入金の減少額」は138百万円であります。

２．投資活動によるキャッシュ・フローにおいて区分掲記

　していた「差入保証金の支払額」及び「差入保証金の返

　還額」は、金額的重要性が減少したため、「その他」に

　含めて表示しております。

　　なお、当連結会計年度の「その他」に含まれている

　「差入保証金の支払額」は54百万円、「差入保証金の返

　還額」は、105百万円であります。
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注記事項

（連結貸借対照表関係）

前連結会計年度
（平成19年３月31日）

当連結会計年度
（平成20年３月31日）

※１．このうち、関連会社に対する金額は、次のとおりであ

ります。

※１．このうち、関連会社に対する金額は、次のとおりであ

ります。

投資有価証券 19百万円

その他 37 
投資有価証券 16百万円

その他 34 

※２．　当社は「土地の再評価に関する法律」（平成10年

３月31日公布法律第34号）及び「土地の再評価に関

する法律の一部を改正する法律」（平成13年３月31

日公布法律第19号）に基づき、事業用土地の再評価

を行い、評価差額については、当該評価差額に係る税

金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として負

債の部に計上し、これを控除した金額を「土地再評

価差額金」として純資産の部に計上しております。

※２．　当社は「土地の再評価に関する法律」（平成10年

３月31日公布法律第34号）及び「土地の再評価に関

する法律の一部を改正する法律」（平成13年３月31

日公布法律第19号）に基づき、事業用土地の再評価

を行い、評価差額については、当該評価差額に係る税

金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として負

債の部に計上し、これを控除した金額を「土地再評

価差額金」として純資産の部に計上しております。

再評価の方法 再評価の方法

「土地の再評価に関する法律施行令」（平成10年

３月31日公布政令第119号）第２条第３号に定め

る固定資産税評価額に基づく算出方法によってお

ります。

「土地の再評価に関する法律施行令」（平成10年

３月31日公布政令第119号）第２条第３号に定め

る固定資産税評価額に基づく算出方法によってお

ります。

再評価を行った年月日 平成14年3月31日

再評価を行った土地の期末における

時価と再評価後の帳簿価額との差額
△2,049百万円

再評価を行った年月日 平成14年3月31日

再評価を行った土地の期末における

時価と再評価後の帳簿価額との差額
△1,636百万円

３．偶発債務 ３．偶発債務

　企業集団以外の取引先の銀行借入金に対し保証を

行っております。

　関係会社の割賦未払金に対する債務保証を行ってお

ります。

㈱大空リサイクルセンター 0百万円 三菱マテリアル㈱ 958百万円

　関係会社の割賦未払金に対する債務保証を行ってお

ります。

三菱マテリアル㈱ 985百万円

　取引先の手付金に対し保証を行っております。

㈱アスコット 180百万円

㈱ノエル 51　

㈱グランイーグル 32　

計 264　

　取引先の手付金に対し保証を行っております。

㈱ゴールドクレスト 101百万円

㈱サンシティ 51　

計 152　

　４．受取手形裏書譲渡高 30百万円 　４．手形割引高及び裏書譲渡高  　

　　　受取手形割引高 7,347百万円

　　　受取手形裏書譲渡高 16　

※５．連結会計年度末日満期手形　

連結会計年度末日満期手形の会計処理については、

おもに手形交換日をもって決済処理しております。

なお、当連結会計年度末日が金融機関の休日であっ

たため、次の連結会計年度末日満期手形が連結会計

年度末残高に含まれております。

受取手形 52百万円

支払手形 60 

※５．　　　       ─────── 
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前連結会計年度
（平成19年３月31日）

当連結会計年度
（平成20年３月31日）

　６．貸出コミットメント　

当社におきましては、運転資金の効率的な調達を行

うため取引銀行１行と貸出コミットメント契約を締

結しております。

当連結会計年度末における貸出コミットメント契約

に係る借入未実行残高等は次のとおりであります。

貸出コミットメントの総額 3,500百万円

借入実行残高 3,500 

差引額 －　

　６．　　　　　     ────── 

（連結損益計算書関係）

前連結会計年度
(自　平成18年４月１日
　至　平成19年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成19年４月１日
　至　平成20年３月31日)

※１．販売費及び一般管理費の主要な費目及び金額は次の

とおりであります。

※１．販売費及び一般管理費の主要な費目及び金額は次の

とおりであります。

従業員給料手当 4,721百万円

賞与引当金繰入額 101 

退職給付費用 391 

役員退職慰労引当金繰入額 146 

貸倒引当金繰入額 19 

従業員給料手当 3,724百万円

賞与引当金繰入額 79 

退職給付費用 264 

役員退職慰労引当金繰入額 130 

貸倒引当金繰入額 22 

※２．一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費 ※２．一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費

622百万円 579百万円

※３．固定資産売却益の内訳は次のとおりであります。 ※３．固定資産売却益の内訳は次のとおりであります。

機械装置 11百万円 土地 815百万円

機械・運搬具・工具器具備品 5　

計 821 

※４．固定資産売却損の内訳は次のとおりであります。

機械装置・工具器具備品 0百万円

※４．固定資産売却損の内訳は次のとおりであります。

機械装置・工具器具備品 0百万円

※５．固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。 ※５．固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。

建物・構築物 4百万円

機械・運搬具・工具器具備品 2　

計 6 

建物・構築物 5百万円

機械・運搬具・工具器具備品 21　

計 27 

※６．本社・支店移転費用の内訳は次のとおりでありま

す。

固定資産除却損  　

　建物 29百万円

　その他有形固定資産（工具器　　

具備品） 

29 

小計 59 

原状回復費用 90 

移転費用 72 

計 222 

※６．　             ─────── 
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前連結会計年度
(自　平成18年４月１日
　至　平成19年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成19年４月１日
　至　平成20年３月31日)

※７．減損損失

　　　　当社グループは、固定資産を共用資産、事業用資産、工

場資産、遊休資産に分類しさらに、共用資産、事業用

資産については支店ごとに、工場資産については工

場ごとにグルーピングしております。

　これらの資産グループのうち、受注や施工環境悪化

により投資資金の回収が困難であると判断される共

用資産、工場資産及び遊休資産については、帳簿価額

を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失

として特別損失に計上しました。

　減損損失の金額は1,224百万円であり、その内訳は

建物576百万円、構築物66百万円、機械装置261百万

円、車両運搬具７百万円、工具器具備品19百万円、土

地239百万円、無形固定資産28百万円、リース資産24

百万円であります。

用途  場所  種類
減損損失

（百万円）

工場資産

（コンクリート

製品製造設備）

茨城工場

茨城県行方市
土地・建物等 913

共用資産
九州支店

福岡県福岡市
土地・建物等 136

遊休資産 大阪府寝屋川市 土地・建物等 52

その他
東京土木支店他

東京都中央区他

土地・建物・

機械装置・無

形固定資産・

リース資産等

121

　　　　なお、回収可能価額は、正味売却価額を使用しており、

不動産鑑定評価基準に基づく不動産鑑定士からの評

価額から建物等の処分費用見込額を差し引いて算定

しており、帳簿価額の重要性が低い資産については

固定資産税評価額を使用しております。

※７．減損損失

　　　　当社グループは、固定資産を共用資産、支店資産、工場

資産、遊休資産に分類しさらに、支店資産については

支店ごとに、工場資産については工場ごとにグルー

ピングしております。

　これらの資産グループのうち、受注や施工環境悪化

により投資資金の回収が困難であると判断される支

店資産、工場資産及び遊休資産については、帳簿価額

を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失

として特別損失に計上しました。

　減損損失の金額は777百万円であり、その内訳は建

物299百万円、構築物13百万円、機械装置90百万円、車

両運搬具２百万円、工具器具備品32百万円、土地290

百万円、無形固定資産37百万円、リース資産12百万円

であります。

用途  場所  種類
減損損失

（百万円）

支店資産
大阪支店

大阪府大阪市
土地・建物等 326

支店資産
名古屋支店

愛知県名古屋市
土地・建物等 66

支店資産
広島支店

広島県広島市
土地・建物等 61

工場資産

（コンクリート

製品製造設備）

北上工場

岩手県北上市

土地・建物・

機械装置等
250

遊休資産 北海道小樽市他
土地・無形固

定資産等
73

　　　　なお、回収可能価額は、正味売却価額を使用しており、

不動産鑑定評価基準に基づく不動産鑑定士からの評

価額から建物等の処分費用見込額を差し引いて算定

しており、帳簿価額の重要性が低い資産については

固定資産税評価額を使用しております。
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（連結株主資本等変動計算書関係）

前連結会計年度（自平成18年４月１日　至平成19年３月31日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
前連結会計年度末
株式数（株）

当連結会計年度
増加株式数（株）

当連結会計年度
減少株式数（株）

当連結会計年度末
株式数（株）

発行済株式     

普通株式 32,537,429 － － 32,537,429

第一種後配株式 7,500,000 － － 7,500,000

合計 40,037,429 － － 40,037,429

自己株式     

普通株式　（注） 131,406 1,103 90 132,419

合計 131,406 1,103 90 132,419

（注）　１　増加株式数は、単元未満株式の買取によるものであります。　 

 　　　 ２　減少株式数は、単元未満株式の買増請求に応じたものであります。

２．配当に関する事項

　　(1）配当金支払額

（決議）
株式の種類

配当金の総額
（百万円）

１株当たり配当
額（円）

基準日 効力発生日

平成18年6月29日

定時株主総会
普通株式 162 5.0 平成18年３月31日 平成18年６月30日

平成18年11月20日

取締役会
普通株式 162 5.0 平成18年９月30日 平成18年12月11日

　　(2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

（決議）
株式の種類

配当金の総額
（百万円）

配当の原資
１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日

平成19年６月28日

定時株主総会
普通株式 162 利益剰余金 5.0 平成19年３月31日 平成19年６月29日

当連結会計年度（自平成19年４月１日　至平成20年３月31日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
前連結会計年度末
株式数（株）

当連結会計年度
増加株式数（株）

当連結会計年度
減少株式数（株）

当連結会計年度末
株式数（株）

発行済株式     

普通株式 32,537,429 － － 32,537,429

第一種後配株式 7,500,000 － － 7,500,000

合計 40,037,429 － － 40,037,429

自己株式     

普通株式　（注） 132,419 1,058 137 133,340

合計 132,419 1,058 137 133,340

（注）　１　増加株式数は、単元未満株式の買取によるものであります。　 

 　　　 ２　減少株式数は、単元未満株式の買増請求に応じたものであります。

２．配当に関する事項

　　(1）配当金支払額
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（決議）
株式の種類

配当金の総額
（百万円）

１株当たり配当
額（円）

基準日 効力発生日

平成19年6月28日

定時株主総会
普通株式 162 5.0 平成19年３月31日 平成19年６月29日
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（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前連結会計年度
(自　平成18年４月１日
　至　平成19年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成19年４月１日
　至　平成20年３月31日)

※１　現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に

記載されている勘定科目の金額との関係

※１　現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に

記載されている勘定科目の金額との関係

現金及び預金勘定 10,870百万円

預入期間が３か月を超える定期預金 △10　

現金及び現金同等物 10,860　

現金及び預金勘定 14,230百万円

預入期間が３か月を超える定期預金 －　

現金及び現金同等物 14,230　

EDINET提出書類

株式会社ピーエス三菱(E01161)

有価証券報告書

 59/105



（リース取引関係）

当連結会計年度
(自　平成18年４月１日
　至　平成19年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成19年４月１日
　至　平成20年３月31日)

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以

外のファイナンス・リース取引（借主側）

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以

外のファイナンス・リース取引（借主側）

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額、

減損損失累計額相当額及び期末残高相当額

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額、

減損損失累計額相当額及び期末残高相当額

　
取得価額
相当額
(百万円)

減価償却
累計額相
当額
(百万円)

減損損失
累計額相
当額
(百万円)

期末残高
相当額
(百万円)

機械・運
搬具・工
具器具備
品

158 99 24 33

　
取得価額
相当額
(百万円)

減価償却
累計額相
当額
(百万円)

減損損失
累計額相
当額
(百万円)

期末残高
相当額
(百万円)

機械・運
搬具・工
具器具備
品

83 53 21 8

  

２．未経過リース料期末残高相当額等

　　未経過リース料期末残高相当額

２．未経過リース料期末残高相当額等

　　未経過リース料期末残高相当額

１年内 27百万円

１年超 30 

　計 58 

１年内 14百万円

１年超 18 

　計 32 

　　リース資産減損勘定の残高　　　　　　　 24 　　リース資産減損勘定の残高　　　　 　　　21

３．支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価償却

費相当額、支払利息相当額及び減損損失

３．支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価償却

費相当額、支払利息相当額及び減損損失

支払リース料 47百万円

減価償却費相当額 45 

支払利息相当額 1 

減損損失 24 

支払リース料 28百万円

リース資産減損勘定の取崩額 15 

減価償却費相当額 27 

支払利息相当額 0 

減損損失 12 

４．減価償却費相当額の算定方法 ４．減価償却費相当額の算定方法

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額

法によっております。

同左

５．利息相当額の算定方法 ５．利息相当額の算定方法

リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差額

を利息相当額とし、各期への配分方法については、利息

法によっております。

同左
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（有価証券関係）

１．その他有価証券で時価のあるもの

 
前連結会計年度

（平成19年３月31日）
当連結会計年度

（平成20年３月31日）

種類
取得原価
（百万円）

連結貸借対
照表計上額
（百万円）

差額
（百万円）

取得原価
（百万円）

連結貸借対
照表計上額
（百万円）

差額
（百万円）

連結貸借対照表計上額が取

得原価を超えるもの
      

株式 1,472 2,463 991 196 273 76

連結貸借対照表計上額が取

得原価を超えないもの
      

株式 5 2 △2 233 232 △1

合計 1,477 2,465 988 430 505 74

２．前連結会計年度及び当連結会計年度中に売却したその他有価証券

前連結会計年度
（平成19年３月31日）

当連結会計年度
（平成20年３月31日）

売却額（百万円）
売却益の合計額
（百万円）

売却損の合計額
（百万円）

売却額（百万円）
売却益の合計額
（百万円）

売却損の合計額
（百万円）

16 6 － 1,759 409 60

３．時価評価されていない主な有価証券の内容

　

　

　

前連結会計年度
（平成19年３月31日）

当連結会計年度
（平成20年３月31日）

連結貸借対照表計上額(百万円) 連結貸借対照表計上額(百万円)

その他有価証券   

非上場株式 1,050 540

４．その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の今後の償還予定額

 
前連結会計年度

（平成19年３月31日）
当連結会計年度

（平成20年３月31日）

種類
１年以内

（百万円）

１年超５年

以内

(百万円)

５年超10年
以内

(百万円)

10年超
（百万円）

１年以内

（百万円）

１年超５年

以内

(百万円)

５年超10年
以内

(百万円)

10年超
（百万円）

債券         

社債 － 20 － － 20 － － －

（デリバティブ取引関係）

前連結会計年度
(自　平成18年４月１日
　至　平成19年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成19年４月１日
　至　平成20年３月31日)

　当社グループは、デリバティブ取引を行っていないので、

該当事項はありません。

　当社グループは、デリバティブ取引を行っていないので、

該当事項はありません。
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（退職給付関係）

１．採用している退職給付制度の概要

　当社は、確定給付型の制度として、適格退職年金制度及び退職一時金制度を設けており、国内連結子会社は、

確定給付型の制度として、退職一時金制度を設けております。

　また、従業員の退職等に際して、退職給付会計に準拠した数理計算による退職給付債務の対象とされない割

増退職金を支払う場合があります。

　なお、当社においては退職給付信託を設定しております。

２．退職給付債務及びその内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：百万円）

　
前連結会計年度

（平成19年３月31日）
当連結会計年度

（平成20年３月31日）

（1）退職給付債務 △12,049 △9,684

（2）年金資産 6,865 4,689

（3）未積立退職給付債務（1）＋（2） △5,184 △4,994

（4）未認識数理計算上の差異 △200 1,106

（5）連結貸借対照表計上額純額

（3）＋（4）
△5,384 △3,888

（6）退職給付引当金 △5,384 △3,888

（注）国内連結子会社は退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用しております。

３．退職給付費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：百万円）

　
前連結会計年度

（平成19年３月31日）
当連結会計年度

（平成20年３月31日）

退職給付費用 1,056 1,236

(1)勤務費用 668 626

(2)利息費用 310 294

(3)期待運用収益（減算） 193 204

(4)数理計算上の差異の費用処理額 54 44

(5)その他（割増退職金等） 217 474

（注）簡便法を採用している連結子会社の退職給付費用は、勤務費用に計上しております。

４．退職給付債務等の計算基礎に関する事項

　
前連結会計年度

（平成19年３月31日）
当連結会計年度

（平成20年３月31日）

(1)割引率（％） 2.5 2.5

(2)期待運用収益率（％） 年金資産 3.5 3.5

 退職給付信託 1.0 1.0

(3)退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準　  期間定額基準　  

(4)数理計算上の差異の処理年数（年） 12 12
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（税効果会計関係）

前連結会計年度
(自　平成18年４月１日
　至　平成19年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成19年４月１日
　至　平成20年３月31日)

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

繰延税金資産 百万円

繰越欠損金 5,923

退職給付引当金限度超過額 2,436

貸倒引当金繰入限度超過額 1,617

減損損失 1,265

工事損失引当金 919

関係会社株式評価損 774

ゴルフ会員権評価損 280

工事進行基準損失 258

内部取引未実現利益消去 216

減価償却超過額 192

役員退職慰労引当金 162

賞与引当金 133

その他 1,832

繰延税金資産小計 16,014

評価性引当額 △15,741

繰延税金資産合計 272

繰延税金負債  

その他有価証券評価差額金 389

その他 4

繰延税金負債合計 393

繰延税金負債の純額 121

（注）繰延税金負債の純額は、連結貸借対照表の以下

の項目に含まれております。

 百万円

流動資産－繰延税金資産 11

固定資産－繰延税金資産 39

固定負債－繰延税金負債 172

上記のほか、「再評価に係る繰延税金負債」として

計上している土地の再評価に係る繰延税金資産及び繰

延税金負債の内訳は以下のとおりです。

 百万円

土地の再評価に係る繰延税金資産 991

評価性引当額 △991

繰延税金資産の合計 －

土地の再評価に係る繰延税金負債 2,255

繰延税金負債の純額 2,255

繰延税金資産 百万円

繰越欠損金 6,936

退職給付引当金限度超過額 1,836

貸倒引当金繰入限度超過額 1,811

減損損失 1,458

工事進行基準損失 922

工事損失引当金 892

関係会社株式・出資金評価損 814

ゴルフ会員権評価損 241

内部取引未実現利益消去 214

減価償却超過額 186

役員退職慰労引当金 127

投資有価証券評価損　 111

その他 1,579

繰延税金資産小計 17,135

評価性引当額 △16,869

繰延税金資産合計 265

繰延税金負債  

その他有価証券評価差額金 24

繰延税金負債合計 24

繰延税金資産の純額 241

（注）繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下

の項目に含まれております。

 百万円

流動資産－繰延税金資産 9

固定資産－繰延税金資産 231

上記のほか、「再評価に係る繰延税金負債」として

計上している土地の再評価に係る繰延税金資産及び繰

延税金負債の内訳は以下のとおりです。

 百万円

土地の再評価に係る繰延税金資産 766

評価性引当額 △766

繰延税金資産の合計 －

土地の再評価に係る繰延税金負債 2,115

繰延税金負債の純額 2,115

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との間に重要な差異があるときの、当該差異の主要項

目別の内訳

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との間に重要な差異があるときの、当該差異の主要項

目別の内訳

　税金等調整前当期純損失を計上しているため、記載を

省略しております。

　税金等調整前当期純損失を計上しているため、記載を

省略しております。
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（企業結合関係）

共通支配下の取引等

 

１．結合当事企業又は対象となった事業の名称及びその事業の内容、企業結合の法的形式、結合後企業の名称並

　　びに取引の目的を含む取引の概要

(1)結合当事企業又は対象となった事業の名称及びその事業内容

㈱ニューテック（当社連結子会社）　　　　　構築物の維持・補修　

康和建設㈱（当社連結子会社）　　　　　　　舗装工事の請負　

新栄エンジニアリング㈱（当社連結子会社）　土木建築工事の施工管理　

(2)企業結合の法的形式

㈱ニューテックを存続会社、康和建設㈱及び新栄エンジニアリング㈱を消滅会社とする吸収合併

(3)結合後企業の名称

㈱ニューテック康和

(4)取引の目的を含む取引の概要

  当社グループの土木構造物から舗装まで総合的なメンテナンス業務が可能となるほか、管理部門の集約

及び事務効率化を目的とした、 ㈱ニューテックを存続会社とする吸収合併方式（合併期日：平成19年10

月１日）で康和建設㈱及び新栄エンジニアリング㈱は解散しております。

　

２．実施した会計処理の概要

  本合併は、「企業結合に係る会計基準」（企業会計審議会　平成15年10月31日）および「企業結合会計基

準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準委員会　平成18年12月22日　企業会計基準適

用指針第10号）に基づき、共通支配下の取引として会計処理を行っております。
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（セグメント情報）

【事業の種類別セグメント情報】

前連結会計年度（自平成18年４月１日　至平成19年３月31日）

　当社の建設事業の連結売上高、営業利益及び資産の金額は、いずれも全セグメントに占める割合が90％超

であるため、事業の種類別セグメント情報の記載をしておりません。

当連結会計年度（自平成19年４月１日　至平成20年３月31日）

　当社の建設事業の連結売上高、営業利益及び資産の金額は、いずれも全セグメントに占める割合が90％超

であるため、事業の種類別セグメント情報の記載をしておりません。

【所在地別セグメント情報】

前連結会計年度（自平成18年４月１日　至平成19年３月31日）

　本邦の売上高及び資産の金額は、全セグメントの売上高の合計及び全セグメントの資産の金額の合計額に

占める割合がいずれも90％超であるため、所在地別セグメント情報を記載しておりません。

当連結会計年度（自平成19年４月１日　至平成20年３月31日）

　本邦の売上高及び資産の金額は、全セグメントの売上高の合計及び全セグメントの資産の金額の合計額に

占める割合がいずれも90％超であるため、所在地別セグメント情報を記載しておりません。

【海外売上高】

前連結会計年度（自平成18年４月１日　至平成19年３月31日）

　海外売上高は、連結売上高の10％未満であるため、海外売上高を記載しておりません。

当連結会計年度（自平成19年４月１日　至平成20年３月31日）

　海外売上高は、連結売上高の10％未満であるため、海外売上高を記載しておりません。
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【関連当事者との取引】

前連結会計年度（自平成18年４月１日　至平成19年３月31日）

　１　親会社及び法人主要株主等

属性
会社等
の名称

住所
資本金

(百万円)
事業の内
容

議決権等
の所有

(被所有)
割合(％)

関係内容

取引の内容
取引金額
(百万円) 科目

期末残高
（百万円）

役員
の兼
任等

事業上
の関係

その他

の関係

会社

三菱マ

テリア

ル㈱

東京都

千代田

区

119,457 非鉄金属

(所有)

直接  0.1

(被所有)

直接 40.0

間接  1.5

兼任

１人

転籍

３人

当社へ

の工事

の発注

・建設

資材等

の販売

並びに

不動産

賃借等

債務保証 985 － －

　取引条件及び取引条件の決定方針等

　　債務保証については、三菱マテリアル㈱の割賦未払金に対するものであります。

当連結会計年度（自平成19年４月１日　至平成20年３月31日）

　１　親会社及び法人主要株主等

属性
会社等
の名称

住所
資本金

(百万円)
事業の内
容

議決権等
の所有

(被所有)
割合(％)

関係内容

取引の内容
取引金額
(百万円) 科目

期末残高
（百万円）

役員
の兼
任等

事業上
の関係

その他

の関係

会社

三菱マ

テリア

ル㈱

東京都

千代田

区

119,457 非鉄金属

(被所有)

直接 40.0

間接  1.5

兼任

１人

転籍

３人

当社へ

の工事

の発注

・建設

資材等

の販売

並びに

不動産

賃借等

債務保証 958 － －

　取引条件及び取引条件の決定方針等

　　債務保証については、三菱マテリアル㈱の割賦未払金に対するものであります。
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（１株当たり情報）

前連結会計年度
(自　平成18年４月１日
　至　平成19年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成19年４月１日
　至　平成20年３月31日)

１株当たり純資産額   475円63銭

１株当たり当期純損失金額    298円93銭

１株当たり純資産額  361円76銭

１株当たり当期純損失金額       118円17銭

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額について

は、当期純損失が計上されているため記載しておりませ

ん。

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額について

は、当期純損失が計上されているため記載しておりませ

ん。

　（注）１　１株当たり純資産額の算定上の基礎は以下のとおりであります。

 
前連結会計年度

(自　平成18年４月１日
　至　平成19年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成19年４月１日
　至　平成20年３月31日)

純資産の部の合計額（百万円） 19,077 14,525

純資産の部の合計額から控除する金額

（百万円）
97 90

　　（うち少数株主持分） （97） （90）

普通株式及び第一種後配株式に係る

期末の純資産の額（百万円）
18,980 14,435

１株当たり純資産額の算定に用いられた

期末の株式の数（千株）
39,905 39,904

 普通株式

 第一種後配株式

32,405

7,500

32,404

7,500

　（注）２　１株当たり当期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

　
前連結会計年度

(自　平成18年４月１日
　至　平成19年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成19年４月１日
　至　平成20年３月31日)

当期純損失（百万円） 9,686 3,829

普通株主に帰属しない金額（百万円） － －

普通株式に係る当期純損失（百万円） 9,686 3,829

期中平均株式数（千株） 32,405 32,404
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（重要な後発事象）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

 該当事項はありません。 （企業結合に関する後発事象）

連結子会社間の合併

　グループ会社の経営資源の集中と、より一層の効率化を図

るため、当社の完全子会社である株式会社ピーエス機工と

株式会社秦野製作所を平成20年４月１日を期日として合併

し、株式会社ピーエスケーとなりました。

　これに伴う損益の影響額はありません。

 

①合併の目的

　子会社２社を合併することにより、営業活動および技術

サービスの一本化、組織の簡素化、管理・間接部門のスリム

化の合併効果を発揮し、ＰＣ（プレストレストコンクリー

ト）建設工事の総合資機材提供会社として経営基盤を強化

することを目的として、合併を行っております。

②合併方式

　㈱ピーエス機工を存続会社とする吸収合併方式で、吸収合

併消滅会社である㈱秦野製作所は解散致しました。

③合併新会社の概要

　商号　　　　　　：株式会社ピーエスケー

　主な事業内容　　：土木、建築工事用機器の賃貸、販売

　　　　　　　　　　橋梁等ＰＣ架設用機材のエンジニア

　　　　　　　　　　リング及びコンサルティング

　　　　　　　　　　土木、建築工事用資材の製作、販売

　　　　　　　　　　土木、建築工事用機械器具の設計、

　　　　　　　　　　製作、販売並びに修理、改造

　　　　　　　　　　鋼構造物工事及びとび、大工、コン

　　　　　　　　　　クリート工事の請負並びに設計、施

　　　　　　　　　　工管理

　本店所在地　　　：東京都中央区日本橋本町三丁目８番

　　　　　　　　　　５号

　資本金　　　　　：90百万円（当社100％出資）
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⑤【連結附属明細表】

【社債明細表】

　該当事項はありません。

【借入金等明細表】

区分
前期末残高
（百万円）

当期末残高
（百万円）

平均利率
（％）

返済期限

短期借入金 16,448 23,405 1.9 －

１年以内に返済予定のリース債務 － － － －

１年以内に返済予定の長期借入金 75 － － －

長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く。） － － － － 

リース債務（１年以内に返済予定のものを除く。） － － － － 

合計 16,523 23,405 － －

　（注）平均利率の算定方法は、期末借入金残高の加重平均利率により算出しております。

（２）【その他】

①決算日以後の状況

　該当事項はありません。

②重要な訴訟等

イ．当社は、当社を代表者とする共同企業体が過去に施工した建物及び当社が単独で過去に施工した建物の瑕疵を

原因として、発注者より中央建設工事紛争審査会に補修費用等の支払いを求める仲裁の申立を受け、現在仲裁

審理中であります。

ロ．当社は、国土交通省関東地方整備局及び同近畿地方整備局並びに福島県が発注するプレストレスト・コンク

リートによる橋梁の新設工事の入札に関し、平成16年10月15日付で公正取引委員会から、他建設会社22社とと

もに、独占禁止法の定めに基づく排除勧告を受けました。同排除勧告については、当社ほか全社が不応諾として

現在、公正取引委員会において審判中であります。
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２【財務諸表等】

（１）【財務諸表】

①【貸借対照表】

  
前　　　期

（平成19年３月31日）
当　　　期

（平成20年３月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

（資産の部）        

Ⅰ　流動資産        

現金及び預金   8,996   12,229  

受取手形 ※７  2,846   2,323  

完成工事未収入金   42,052   41,137  

有価証券   －   20  

販売用不動産   70   23  

未成工事支出金   16,883   17,978  

仕掛品   490   1,178  

材料貯蔵品   193   40  

前払費用   173   162  

未収入金   5,504   8,687  

未収収益   6   3  

関係会社短期貸付金   1,964   1,920  

従業員に対する短期債
権

  10   15  

立替金   81   46  

その他   720   574  

貸倒引当金   △228   △252  

流動資産合計   79,766 80.2  86,087 84.4

Ⅱ　固定資産        

１．有形固定資産        

建物  5,748   5,286   

減価償却累計額  3,574 2,174  3,533 1,752  

構築物  1,581   1,533   

減価償却累計額  1,355 226  1,341 191  

機械装置  7,377   6,597   

減価償却累計額  6,837 539  6,246 350  

車両運搬具  430   403   

減価償却累計額  384 45  378 24  

工具器具・備品  1,787   1,706   

減価償却累計額  1,482 305  1,504 202  

土地 ※１  10,396   9,282  

建設仮勘定   6   3  

有形固定資産合計   13,693 13.8  11,808 11.5
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前　　　期

（平成19年３月31日）
当　　　期

（平成20年３月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

２．無形固定資産   59 0.1  26 0.1

３．投資その他の資産        

投資有価証券 　  2,967   1,036  

関係会社株式   1,156   733  

出資金   1   1  

関係会社出資金   46   30  

従業員に対する長期
貸付金

  103   67  

関係会社長期貸付金   1,152   2,432  

破産債権、更生債権等 ※５  2,616   2,522  

長期前払費用   1   1  

長期差入保証金   788   714  

その他   502   443  

投資損失引当金   △76   △76  

貸倒引当金   △3,366   △3,866  

投資その他の資産合計   5,893 5.9  4,042 4.0

固定資産合計   19,647 19.8  15,876 15.6

資産合計   99,414 100.0  101,964 100.0
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前　　　期

（平成19年３月31日）
当　　　期

（平成20年３月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

（負債の部）        

Ⅰ　流動負債        

支払手形
※２
※７

 17,705   19,312  

工事未払金 ※２  22,572   20,715  

短期借入金   16,075   22,900  

未払金   276   1,414  

未払費用   663   392  

未払法人税等   165   103  

未払消費税等   193   40  

未成工事受入金   11,631   13,188  

預り金   1,093   1,624  

賞与引当金   279   210  

完成工事補償引当金   173   133  

工事損失引当金   2,258   2,188  

関係会社整理損失引当
金

  －   91  

設備関係支払手形及び
未払金

  38   12  

その他   40   20  

流動負債合計   73,166 73.6  82,348 80.8

Ⅱ　固定負債        

繰延税金負債   389   24  

退職給付引当金   5,167   3,674  

役員退職慰労引当金   317   259  

再評価に係る繰延税金
負債

※１  2,255   2,115  

その他   22   20  

固定負債合計   8,151 8.2  6,095 5.9

負債合計   81,318 81.8  88,444 86.7

 

EDINET提出書類

株式会社ピーエス三菱(E01161)

有価証券報告書

 72/105



  
前　　　期

（平成19年３月31日）
当　　　期

（平成20年３月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

（純資産の部） 　       

Ⅰ　株主資本 　       

１．資本金 　  4,218 4.2  4,218 4.1

２．資本剰余金 　       

　　資本準備金 　 8,780   8,780   

　　その他資本剰余金 　       

　　　自己株式処分差益 　 0   －   

資本剰余金合計 　  8,780 8.8  8,780 8.6

３．利益剰余金 　       

　　利益準備金 　 506   506   

　　その他利益剰余金 　       

　別途積立金 　 13,000   3,000   

　繰越利益剰余金 　 △9,804   △4,176   

利益剰余金合計 　  3,701 3.7  △670 △0.7

４．自己株式 　  △59 △0.0  △59 △0.0

　株主資本合計 　  16,642 16.7  12,269 12.0

Ⅱ　評価・換算差額等 　       

１．その他有価証券評価差
額金

　  601 0.6  51 0.1

２．土地再評価差額金 ※１  851 0.9  1,199 1.2

評価・換算差額等合計   1,453 1.5  1,250 1.3

純資産合計 　  18,095 18.2  13,520 13.3

負債純資産合計 　  99,414 100.0  101,964 100.0
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②【損益計算書】

  
前　　　期

(自　平成18年４月１日
　至　平成19年３月31日)

当　　　期
(自　平成19年４月１日
　至　平成20年３月31日)

区分
注記
番号

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高        

完成工事高  129,076   116,478   

兼業事業売上高  4,912 133,989 100.0 4,245 120,723 100.0

Ⅱ　売上原価        

完成工事原価  122,586   111,925   

兼業事業売上原価  4,657 127,243 95.0 3,980 115,905 96.0

売上総利益        

完成工事総利益  6,490   4,553   

兼業事業総利益  255 6,745 5.0 264 4,818 4.0

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※１　       

役員報酬  213   180   

従業員給料手当  4,140   3,221   

賞与引当金繰入額  71   47   

退職給付費用  358   224   

役員退職慰労引当金繰

入額
 123   110   

法定福利費  588   459   

福利厚生費  170   172   

修繕維持費  15   22   

事務用品費  134   96   

通信交通費  618   492   

動力用水光熱費  39   37   

調査研究費  620   576   

広告宣伝費  46   29   

交際費  206   106   

寄付金  26   9   

地代家賃  486   398   

貸倒引当金繰入額  7   13   

減価償却費  126   139   

租税公課  199   173   

保険料  37   35   

雑費  1,445 9,676 7.2 1,177 7,726 6.4

営業損失   2,930 2.2  2,907 2.4
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前　　　期

(自　平成18年４月１日
　至　平成19年３月31日)

当　　　期
(自　平成19年４月１日
　至　平成20年３月31日)

区分
注記
番号

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

Ⅳ　営業外収益        

受取利息 ※２　 48   60   

受取配当金 ※３　 96   127   

貸与料収入 ※４　 57   129   

受取特許料  16   3   

その他 ※５ 69 288 0.2 55 376 0.3

Ⅴ　営業外費用        

支払利息  182   286   

貸倒引当金繰入額  10   －   

支払保証料  37   39   

為替差損  －   49   

手形売却損  －   68   

その他 ※６　 43 275 0.2 3 446 0.4

経常損失   2,917 2.2  2,977 2.5

Ⅵ　特別利益        

 　　　貸倒引当金戻入益 　 85   63   

固定資産売却益 ※７　 －   817   

投資有価証券売却益  －   409   

その他  6 92 0.1 68 1,360 1.1

Ⅶ　特別損失        

固定資産除却損 ※８　 4   14   

減損損失 ※１０　 1,169   775   

退職特別加算金  217   470   

貸倒引当金繰入額  697   576   

投資有価証券評価損  32   154   

関係会社株式評価損  252   100   

課徴金等  440   －   

本社・支店移転費用 ※９　 222   －   

その他  46 3,083 2.3 198 2,290 1.8

税引前当期純損失   5,908 4.4  3,908 3.2

法人税、住民税及び事業

税
 146   93   

法人税等調整額  3,746 3,892 2.9 △140 △46 △0.0

当期純損失   9,800 7.3  3,862 3.2
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（完成工事原価報告書）

  
前　　　期

(自　平成18年４月１日
　至　平成19年３月31日)

当　　　期
(自　平成19年４月１日
　至　平成20年３月31日)

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

材料費  19,614 16.0 19,168 17.1

労務費  866 0.7 467 0.4

（うち労務外注費）  － － － －

外注費  77,069 62.9 70,807 63.3

経費  20,372 16.6 16,845 15.1

（うち人件費）  (5,721) (4.7) (5,426) (4.9)

振替部材費  4,663 3.8 4,637 4.1

計  122,586 100.0 111,925 100.0

　脚注　(1）原価計算の方法は、個別原価計算により受注工事毎に原価を、材料費、労務費、外注費及び経費の各要素に分類集

計しております。

(2）振替部材費は請負工事契約に基づく工事用部材を工場で生産した原価であり、製造原価より振替額のうち完

成工事分であります。
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（兼業事業売上原価明細書）

  
前　　　期

(自　平成18年４月１日
　至　平成19年３月31日)

当　　　期
(自　平成19年４月１日
　至　平成20年３月31日)

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

材料費  3,602 41.6 2,181 37.1

労務費  2,163 25.0 1,244 21.2

（うち社外工）  (1,518) (17.5) (890) (15.2)

経費  2,889 33.4 2,447 41.7

（うち減価償却費）  (174) (2.0) (40) (0.7)

当期総製造費用  8,655 100.0 5,873 100.0

期首仕掛品たな卸高  1,121  490  

他勘定よりの振替高 (注1) 28  10  

他勘定への振替高 (注2) 4,899  2,667  

計  4,906  3,707  

期末仕掛品たな卸高  490  1,178  

当期製品製造原価  4,415  2,529  

不動産事業売上原価  241  1,450  

兼業事業売上原価　計  4,657  3,980  

　脚注　(1）原価計算の方法は、製品製造原価については個別実際原価計算、不動産事業売上原価については個別原価計算で

あります。

　ただし、製品製造原価における型枠消耗費は使用回数、また賃金、コンクリート部門費、補助材料部門費及び

間接費は生産屯数に基づき、それぞれ予定率で原価に算入しております。

(2)（注１）他勘定よりの振替高の内訳は次のとおりであります。

 前　　　期 当　　　期

１．設計部門費割掛費       7百万円        4百万円

２．社内機器損料ほか 21 6

計 28 10

（注２）他勘定への振替高の内訳は次のとおりであります。

 前　　　期 当　　　期

１．未成工事支出金勘定           4,892百万円          2,627百万円

２．研究開発費ほか 7 39

計 4,899 2,667
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③【株主資本等変動計算書】

前　期（自平成18年４月１日　至平成19年３月31日）

 

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本
合計資本

準備金
その他資
本剰余金

資本剰余
金合計

利益準備
金

その他利益剰余金
利益剰余
金合計別途積立

金
繰越利益
剰余金

平成18年３月31日　残高
（百万円）

4,218 8,780 0 8,780 506 14,600 △617 14,488 △58 27,429

当期中の変動額           

別途積立金の取崩（注）    －  △1,600 1,600 －  －

剰余金の配当（注）    －   △162 △162  △162

剰余金の配当    －   △162 △162  △162

役員賞与（注）    －   △15 △15  △15

当期純損失    －   △9,800 △9,800  △9,800

自己株式の取得    －    － △0 △0

自己株式の処分   0 0    － 0 0

土地再評価差額金取崩額    －   △647 △647  △647

株主資本以外の項目の
当期中の変動額（純額）

          

当期中の変動額合計
（百万円）

－ － 0 0 － △1,600 △9,186 △10,786 △0 △10,787

平成19年３月31日　残高
（百万円）

4,218 8,780 0 8,780 506 13,000 △9,804 3,701 △59 16,642

 

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券
評価差額金

土地再評価差額金
評価・換算差額等

合計

平成18年３月31日　残高
（百万円）

853 204 1,057 28,487

当期中の変動額     

別途積立金の取崩（注）   － －

剰余金の配当（注）   － △162

剰余金の配当   － △162

役員賞与（注）   － △15

当期純損失   － △9,800

自己株式の取得   － △0

自己株式の処分   － 0

土地再評価差額金取崩額   － △647

株主資本以外の項目の
当期中の変動額（純額）

△251 647 395 395

当期中の変動額合計
（百万円）

△251 647 395 △10,391

平成19年３月31日　残高
（百万円）

601 851 1,453 18,095

 （注）　平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。

当　期（自平成19年４月１日　至平成20年３月31日）
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株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本
合計資本

準備金
その他資
本剰余金

資本剰余
金合計

利益準備
金

その他利益剰余金
利益剰余
金合計別途積立

金
繰越利益
剰余金

平成19年３月31日　残高
（百万円）

4,218 8,780 0 8,780 506 13,000 △9,804 3,701 △59 16,642

当期中の変動額           

別途積立金の取崩    －  △10,000 10,000 －  －

剰余金の配当    －   △162 △162  △162

当期純損失    －   △3,862 △3,862  △3,862

自己株式の取得    －    － △0 △0

自己株式の処分   △0 △0    － 0 0

自己株式処分差損   0 0   △0 △0  －

土地再評価差額金取崩額    －   △347 △347  △347

株主資本以外の項目の
当期中の変動額（純額）

          

当期中の変動額合計
（百万円）

－ － △0 △0 － △10,000 5,627 △4,372 △0 △4,372

平成20年３月31日　残高
（百万円）

4,218 8,780 － 8,780 506 3,000 △4,176 △670 △59 12,269

 

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券
評価差額金

土地再評価差額金
評価・換算差額等

合計

平成19年３月31日　残高
（百万円）

601 851 1,453 18,095

当期中の変動額     

別途積立金の取崩   － －

剰余金の配当   － △162

当期純損失   － △3,862

自己株式の取得   － △0

自己株式の処分   － 0

自己株式処分差損   － －

土地再評価差額金取崩額   － △347

株主資本以外の項目の
当期中の変動額（純額）

△550 347 △202 △202

当期中の変動額合計
（百万円）

△550 347 △202 △4,575

平成20年３月31日　残高
（百万円）

51 1,199 1,250 13,520
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重要な会計方針

項目
前　　　期

(自　平成18年４月１日
　至　平成19年３月31日)

当　　　期
(自　平成19年４月１日
　至　平成20年３月31日)

１．資産の評価基準及び評価

方法

(1)有価証券

子会社株式及び関連会社株式

……移動平均法による原価法

(1)有価証券

子会社株式及び関連会社株式

同左

 その他有価証券

時価のあるもの

……決算日の市場価格等に基づく時価

法（評価差額は全部純資産直入法

により処理し、売却原価は移動平

均法により算定しております）

その他有価証券

時価のあるもの

同左

 時価のないもの

……移動平均法による原価法

時価のないもの

同左

 (2)たな卸資産

販売用不動産・未成工事支出金・仕掛品

……個別法による原価法

(2)たな卸資産

販売用不動産・未成工事支出金・仕掛品

同左

 材料貯蔵品

……移動平均法による原価法

材料貯蔵品

同左

２．固定資産の減価償却の方

法

(1)有形固定資産
　……定率法

　ただし、平成10年４月１日以降に取得し
た建物（建物附属設備を除く）について

は、定額法を採用しております。

　なお、主な耐用年数は以下の通りであり

ます。

建物　　　　 15年～50年
機械装置　　 ７年～12年

(1)有形固定資産
　……定率法

　ただし、平成10年４月１日以降に取得し
た建物（建物附属設備を除く）について

は、定額法を採用しております。

　なお、主な耐用年数は以下の通りであり

ます。

建物　　　　 15年～50年
機械装置　　 ７年～12年
（会計方針の変更）

　法人税法の改正に伴い、当事業年度よ

り、平成19年４月１日以降に取得した有
形固定資産について、改正後の法人税法

に基づく減価償却の方法に変更しており

ます。

　これにより営業損失、経常損失及び税引

前当期純損失は、それぞれ８百万円増加

しております。

（追加情報）

　法人税法の改正に伴い、平成19年３月31
日以前に取得した有形固定資産について

は、改正前の法人税法に基づく減価償却

の方法の適用により取得価額の５％に到

達した事業年度の翌事業年度より、取得

価額の５％相当額と備忘価額との差額を

５年間にわたり均等償却し、減価償却費

に含めて計上しております。

　これにより営業損失、経常損失がそれぞ

れ31百万円、税引前当期純損失が29百万
円増加しております。 

 (2)無形固定資産

　……定額法

　ただし、自社利用のソフトウェアについ

ては、社内における利用可能期間（５

年）に基づく定額法によっております。

(2)無形固定資産

同左
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項目
前　　　期

(自　平成18年４月１日
　至　平成19年３月31日)

当　　　期
(自　平成19年４月１日
　至　平成20年３月31日)

３．外貨建の資産及び負債の

本邦通貨への換算基準

　外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替

相場により円貨に換算し換算差額は損益と

して処理しております。

同左

４．引当金の計上基準 (1)投資損失引当金

　関係会社への投資に係る損失に備える

ため当該会社の財政状態を勘案して必要

額を計上しております。

(1)投資損失引当金

同左

 (2)貸倒引当金

　債権の貸倒れによる損失に備えるため

一般債権については貸倒実績率により、

貸倒懸念債権等特定の債権については個

別に回収可能性を勘案し回収不能見込額

を計上しております。

(2)貸倒引当金

同左

 (3)賞与引当金

　従業員に支給する賞与に充てるため、支

給見込額に基づき計上しております。

(3)賞与引当金

同左

 (4)完成工事補償引当金

　完成工事等にかかる瑕疵担保等の費用

に備えるため、過去の実績率を基礎に将

来の見積補修費を加味して計上しており

ます。

(4)完成工事補償引当金

同左

 (5)工事損失引当金

　手持工事等のうち損失の発生が見込ま

れるものについて、将来の損失に備える

ため、その損失見込額を計上しておりま

す。

(5)工事損失引当金

同左

 　

　

(6)関係会社整理損失引当金

　関係会社の事業整理により当社が負担

することとなる損失に備えるため、当該

損失見込額を計上しております。

 (6)退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、当期末

における退職給付債務及び年金資産の見

込額に基づき計上しております。

　また、数理計算上の差異は、各期の発生

時における従業員の平均残存勤務期間以

内の一定の年数（12年）による定額法に

より按分した額をそれぞれ発生の翌期か

ら費用処理することとしております。

(数理計算上の差異の費用処理年数の変更)

　当期において従業員の平均残存勤務期

間が15年を下回ったため、数理計算上の

差異の費用処理年数を従来の15年から12

年に変更しております。

この変更により、営業損失、経常損失及び

税引前当期純損失が23百万円増加してお

ります。

(7)退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、当期末

における退職給付債務及び年金資産の見

込額に基づき計上しております。

　また、数理計算上の差異は、各期の発生

時における従業員の平均残存勤務期間以

内の一定の年数（12年）による定額法に

より按分した額をそれぞれ発生の翌期か

ら費用処理することとしております。
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項目
前　　　期

(自　平成18年４月１日
　至　平成19年３月31日)

当　　　期
(自　平成19年４月１日
　至　平成20年３月31日)

 (7)役員退職慰労引当金

　役員及び執行役員の退職慰労金の支給

に充てるため、内規による期末要支給額

を計上しております。

(8)役員退職慰労引当金

同左

５．完成工事高の計上基準 　完成工事高の計上は、工事完成基準によっ

ておりますが、長期大型工事（工期１年以

上かつ請負金額５億円以上）については、

工事進行基準を適用しております。

　なお、工事進行基準によった完成工事高

は、46,357百万円であります。

同左

　なお、工事進行基準によった完成工事高

は、46,079百万円であります。

６．リース取引の処理方法 　リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リー

ス取引については、通常の賃貸借取引に係

る方法に準じた会計処理によっておりま

す。

同左

７．消費税等の会計処理 　税抜方式によっております。 同左
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会計処理方法の変更

前　　　期
(自　平成18年４月１日
　至　平成19年３月31日)

当　　　期
(自　平成19年４月１日
　至　平成20年３月31日)

（役員賞与に関する会計基準）

　当期より、「役員賞与に関する会計基準」（企業会計基準

第４号　平成17年11月29日）を適用しております。

　これによる損益への影響はありません。　

─────── 

　　

（貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準）

　当期より、「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計

基準」（企業会計基準第５号　平成17年12月９日）及び

「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適

用指針」（企業会計基準適用指針第８号　平成17年12月９

日）を適用しております。

　これまでの資本の部の合計に相当する額は18,095百万円

であります。

　なお、当期における貸借対照表の純資産の部については、

財務諸表等規則の改正に伴い、改正後の財務諸表等規則に

より作成しております。

─────── 
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表示方法の変更

前　　　期
(自　平成18年４月１日
　至　平成19年３月31日)

当　　　期
(自　平成19年４月１日
　至　平成20年３月31日)

─────── （損益計算書）

１．前期まで営業外費用の「その他」に含まれていた「為

替差損」は、営業外費用の総額の100分の10を超えたため区

分掲記して表示しております。

　なお、前期における「為替差損」は20百万円であります。

２．前期まで営業外費用の「その他」に含まれていた「手

形売却損」は、営業外費用の総額の100分の10を超えたため

区分掲記して表示しております。

　なお、前期における「手形売却損」は７百万円でありま

す。

３．前期まで特別利益の「その他」に含まれていた「固定

資産売却益」は、特別利益の総額の100分の10を超えたため

区分掲記して表示しております。

　なお、前期における「固定資産売却益」は０百万円であり

ます。

４．前期まで特別利益の「その他」に含まれていた「投資

有価証券売却益」は、特別利益の総額の100分の10を超えた

ため区分掲記して表示しております。

　なお、前期における「投資有価証券売却益」は６百万円で

あります。
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注記事項

（貸借対照表関係）

前　　　期
（平成19年３月31日）

当　　　期
（平成20年３月31日）

※１　「土地の再評価に関する法律」（平成10年3月31日公

布法律第34号）及び「土地の再評価に関する法律の一

部を改正する法律」（平成13年3月31日公布法律第19

号）に基づき、事業用土地の再評価を行い、評価差額に

ついては、当該評価差額に係る税金相当額を「再評価

に係る繰延税金負債」として負債の部に計上し、これ

を控除した金額を「土地再評価差額金」として純資産

の部に計上しております。

※１　「土地の再評価に関する法律」（平成10年3月31日公

布法律第34号）及び「土地の再評価に関する法律の一

部を改正する法律」（平成13年3月31日公布法律第19

号）に基づき、事業用土地の再評価を行い、評価差額に

ついては、当該評価差額に係る税金相当額を「再評価

に係る繰延税金負債」として負債の部に計上し、これ

を控除した金額を「土地再評価差額金」として純資産

の部に計上しております。

再評価の方法

「土地の再評価に関する法律施行令」（平成10年3月

31日公布政令第119号）第2条第3号に定める固定資産

税評価額に基づき算出する方法によっております。

再評価の方法

「土地の再評価に関する法律施行令」（平成10年3月

31日公布政令第119号）第2条第3号に定める固定資産

税評価額に基づき算出する方法によっております。

再評価を行った年月日 平成14年3月31日

再評価を行った土地の期末における時

価と再評価後の帳簿価額との差額
△2,049百万円

再評価を行った年月日 平成14年3月31日

再評価を行った土地の期末における時

価と再評価後の帳簿価額との差額
△1,636百万円

※２　関係会社に係る注記

区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている関

係会社に対する主なものは次のとおりであります。

※２　関係会社に係る注記

区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている関

係会社に対する主なものは次のとおりであります。

支払手形 17百万円

工事未払金 1,291 
支払手形 136百万円

工事未払金 2,221 

　３　偶発債務

　(1)下記会社の銀行借入金等に対し債務保証を行っており

ます。

　３　偶発債務

　(1)下記会社の銀行借入金等に対し債務保証を行っており

ます。

㈱コンポニンド・ベトンジャヤ 516百万円

内、244百万円は外貨建であります。

(1,775千US$、2,690,971千ルピア)

タイ菱和建設㈱ 0百万円

０百万円は外貨建であります。

(252千バーツ)

計 517百万円

㈱コンポニンド・ベトンジャヤ 531百万円

内、259百万円は外貨建であります。

(1,250千US$、12,403,699千ルピア)

タイ菱和建設㈱ 0百万円

０百万円は外貨建であります。

(252千バーツ)

計 532百万円

　(2)取引先の銀行借入金に対し保証を行っております。

㈱大空リサイクルセンター 0百万円

　(2)関係会社の割賦未払金に対する債務保証を行っており

ます。

三菱マテリアル㈱ 958百万円

　(3)取引先の手付金に対し保証を行っております。　

㈱ゴールドクレスト 101百万円

㈱サンシティ 51　

計 152　

　(3)関係会社の割賦未払金に対する債務保証を行っており

ます。

三菱マテリアル㈱ 985百万円

　(4)取引先の手付金に対し保証を行っております。

㈱アスコット 180百万円

㈱ノエル 51　

㈱グランイーグル 32　

計 264　

　(4)下記会社の仕入債務等に対し債務保証を行っておりま

す。

菱建商事㈱　 1百万円
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前　　　期
（平成19年３月31日）

当　　　期
（平成20年３月31日）

　４　　           ─────── 　４　手形割引高

受取手形割引高　 7,347百万円

※５　破産債権、更生債権等

内訳

※５　破産債権、更生債権等

内訳

破産債権・更生債権 468百万円

長期滞留債権 2,006　

長期分割返済債権 141　

破産債権・更生債権 478百万円

長期滞留債権 1,957　

長期分割返済債権 86　

　６　配当制限

土地再評価差額金は、土地の再評価に関する法律第

７条の２第１項の規定により、配当に充当すること

が制限されております。

　６　　           ─────── 

　

※７　期末日満期手形

　期末日満期手形の会計処理は、手形交換日をもって

決済処理しております。なお、当期末日が金融機関の

休日であったため、次の期末日満期手形が期末残高

に含まれております。

受取手形 10百万円

支払手形 34　

※７　　           ─────── 

　

　８　貸出コミットメント

運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行１行と

貸出コミットメント契約を締結しております。

当期末における貸出コミットメント契約に係る借入

未実行残高等は次のとおりであります。

貸出コミットメントの総額 3,500百万円

借入実行残高 3,500 

差引額 －　

　８　　　　　　   ─────── 
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（損益計算書関係）

前　　　期
(自　平成18年４月１日
　至　平成19年３月31日)

当　　　期
(自　平成19年４月１日
　至　平成20年３月31日)

※１　研究開発費

一般管理費及び当期製造総費用に含まれる研究開発

費の総額は620百万円であります。

※１　研究開発費

一般管理費及び当期製造総費用に含まれる研究開発

費の総額は576百万円であります。

※２　受取利息には関係会社からのものが29百万円含まれ

ております。

※２　受取利息には関係会社からのものが45百万円含まれ

ております。

※３　受取配当金には関係会社からのものが67百万円含ま

れております。

※３　受取配当金には関係会社からのものが98百万円含ま

れております。

※４　貸与料収入には関係会社からのものが20百万円含ま

れております。

※４　貸与料収入には関係会社からのものが93百万円含ま

れております。

※５　営業外収益のその他の内訳は次のとおりであります。 ※５　営業外収益のその他の内訳は次のとおりであります。

スクラップ売却益 15百万円

その他 54 

計 69 

スクラップ売却益 16百万円

その他 38 

計 55 

※６　営業外費用のその他の内訳は次のとおりであります。 ※６　営業外費用のその他の内訳は次のとおりであります。

為替差損 20百万円

その他 23 

計 43 

調査費用他 3百万円

計 3 

※７　　　　　　   ――─――――　　 ※７　固定資産売却益の内訳は次のとおりであります。

　  　

　   

　   

土地　 815　

機械装置及び車両運搬具 2　

　 817 

※８　固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。 ※８　固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。

建物 2百万円

機械装置 0 

車両運搬具 0 

工具器具・備品 2 

計 4 

建物・構築物 2百万円

機械装置 9 

工具器具・備品 2 

計 14 

※９　本社・支店移転費用の内訳は次のとおりであります。

固定資産除却損  　

　建物 29百万円

　その他有形固定資産（工具器　　

具・備品） 

29 

小計 59 

原状回復費用 90 

移転費用 72 

計 222 

※９　　　　　　   ――─――――　
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前　　　期
(自　平成18年４月１日
　至　平成19年３月31日)

当　　　期
(自　平成19年４月１日
　至　平成20年３月31日)

※１０　減損損失　　

　　　　当社は、固定資産を共用資産、事業用資産、工場資産、遊

休資産に分類しさらに、共用資産、事業用資産につい

ては支店ごとに、工場資産については工場ごとにグ

ルーピングしております。

　これらの資産グループのうち、受注や施工環境悪化

により投資資金の回収が困難であると判断される共

用資産、工場資産及び遊休資産については、帳簿価額

を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失

として特別損失に計上しました。

　減損損失の金額は1,169百万円であり、その内訳は、

建物566百万円、構築物66百万円、機械装置224百万

円、車両運搬具７百万円、工具器具・備品18百万円、

土地233百万円、無形固定資産27百万円、リース資産

24百万円であります。

用途  場所  種類
減損損失

（百万円）

工場資産

（コンクリート

製品製造設備）

茨城工場

茨城県行方市
土地・建物等 913

共用資産
九州支店

福岡県福岡市
土地・建物等 136

遊休資産 大阪府寝屋川市 土地・建物等 52

その他
東京土木支店他

東京都中央区他

土地・建物・

機械装置・無

形固定資産・

リース資産等

66

　　　　なお、回収可能価額は、正味売却価額を使用しており、

不動産鑑定評価基準に基づく不動産鑑定士からの評

価額から建物等の処分費用見込額を差し引いて算定

しており、帳簿価額の重要性が低い資産については

固定資産税評価額を使用しております。

※１０　減損損失　　

　　　　当社は、固定資産を共用資産、支店資産、工場資産、遊休

資産に分類しさらに、共用資産、支店資産については

支店ごとに、工場資産については工場ごとにグルー

ピングしております。

　これらの資産グループのうち、受注や施工環境悪化

により投資資金の回収が困難であると判断される支

店資産、工場資産及び遊休資産については、帳簿価額

を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失

として特別損失に計上しました。

　減損損失の金額は775百万円であり、その内訳は、建

物299百万円、構築物13百万円、機械装置

90百万円、車両運搬具2百万円、工具器具・備品

32百万円、土地290百万円、無形固定資産35百万円、

リース資産12百万円であります。

用途  場所  種類
減損損失

（百万円）

支店資産　
大阪支店

大阪府大阪市
土地・建物等 326

支店資産　
名古屋支店

愛知県名古屋市　
土地・建物等 66

支店資産　
広島支店

広島県広島市
土地・建物等 61

工場資産　

（コンクリート

製品製造設備）

北上工場

岩手県北上市

土地・建物・

機械装置等
250

遊休資産 北海道小樽市 土地・建物等 71

　　　　なお、回収可能価額は、正味売却価額を使用しており、

不動産鑑定評価基準に基づく不動産鑑定士からの評

価額から建物等の処分費用見込額を差し引いて算定

しており、帳簿価額の重要性が低い資産については

固定資産税評価額を使用しております。
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（株主資本等変動計算書関係）

前事業年度（自平成18年４月１日　至平成19年３月31日）

自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
前事業年度末
株式数（株）

当事業年度増加
株式数（株）

当事業年度減少
株式数（株）

当事業年度末
株式数（株）

普通株式  （注） 131,406 1,103 90 132,419

合計 131,406 1,103 90 132,419

(注)　１　増加株式数は、単元未満株式の買い取りによるものであります。

 　　 ２　減少株式数は、単元未満株式の買増請求に応じたものであります。

当事業年度（自平成19年４月１日　至平成20年３月31日）

自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
前事業年度末
株式数（株）

当事業年度増加
株式数（株）

当事業年度減少
株式数（株）

当事業年度末
株式数（株）

普通株式  （注） 132,419 1,058 137 133,340

合計 132,419 1,058 137 133,340

(注)　１　増加株式数は、単元未満株式の買い取りによるものであります。

 　　 ２　減少株式数は、単元未満株式の買増請求に応じたものであります。
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（リース取引関係）

前　　　期
(自　平成18年４月１日
　至　平成19年３月31日)

当　　　期
(自　平成19年４月１日
　至　平成20年３月31日)

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以

外のファイナンス・リース取引（借主側）

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以

外のファイナンス・リース取引（借主側）

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額、

減損損失累計額相当額及び期末残高相当額

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額、

減損損失累計額相当額及び期末残高相当額

　
取得価額
相当額
(百万円)

減価償却
累計額相
当額
(百万円)

減損損失
累計額相
当額
(百万円)

期末残高
相当額
(百万円)

機械装置 17 8 4 4

車両運搬

具
102 66 19 16

工具器具

・備品
26 14 0 11

合計 146 89 24 32

　
取得価額
相当額
(百万円)

減価償却
累計額相
当額
(百万円)

減損損失
累計額相
当額
(百万円)

期末残高
相当額
(百万円)

機械装置 17 12 1 3

車両運搬

具
53 35 18 0

工具器具

・備品
12 5 2 5

合計 83 53 21 8

  

２．未経過リース料期末残高相当額等

　　未経過リース料期末残高相当額

２．未経過リース料期末残高相当額等

　　未経過リース料期末残高相当額

１年内 25百万円

１年超 30 

　計 56 

１年内 14百万円

１年超 18 

　計 32 

　　リース資産減損勘定の残高　　　　　　　　24　 　　リース資産減損勘定の残高　　　　　　　　21　

３．支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価償却

費相当額、支払利息相当額及び減損損失

３．支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価償却

費相当額、支払利息相当額及び減損損失

支払リース料 44百万円

減価償却費相当額 42 

支払利息相当額 1 

減損損失 24 

支払リース料 26百万円

リース資産減損勘定の取崩額 15　

減価償却費相当額 25 

支払利息相当額 0 

減損損失 12 

４．減価償却費相当額の算定方法 ４．減価償却費相当額の算定方法

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額

法によっております。

同左

５．利息相当額の算定方法 ５．利息相当額の算定方法

リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差額

を利息相当額とし、各期への配分方法については、利息

法によっております。

同左

  

（有価証券関係）

前　期

　当期（自平成18年４月１日　至平成19年３月31日）における子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものは

ありません。

当　期

　当期（自平成19年４月１日　至平成20年３月31日）における子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものは

ありません。
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（税効果会計関係）

前　　　期
(自　平成18年４月１日
　至　平成19年３月31日)

当　　　期
(自　平成19年４月１日
　至　平成20年３月31日)

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

繰延税金資産 百万円

繰越欠損金 5,478

退職給付引当金 2,368

貸倒引当金繰入限度超過額 1,597

減損損失 1,265

工事損失引当金 919

関係会社株式評価損 774

ゴルフ会員権評価損 271

工事進行基準損失 258

減価償却超過額 188

役員退職慰労引当金 129

賞与引当金 113

その他 1,796

繰延税金資産小計 15,161

評価性引当額 △15,157

繰延税金資産の合計 4

繰延税金負債  

その他有価証券評価差額金 389

その他 4

繰延税金負債の合計 393

繰延税金負債の純額 389

上記のほか、「再評価に係る繰延税金負債」として

計上している土地の再評価に係る繰延税金資産及び繰

延税金負債の内訳は以下のとおりです。

 百万円

土地の再評価に係る繰延税金資産 991

評価性引当額 △991

繰延税金資産の合計 －

土地の再評価に係る繰延税金負債 2,255

繰延税金負債の純額 2,255

繰延税金資産 百万円

繰越欠損金 6,709

貸倒引当金繰入限度超過額　 1,809

退職給付引当金 1,765

減損損失 1,458

工事進行基準損失　 922

工事損失引当金 892

関係会社株式・出資金評価損 814

ゴルフ会員権評価損 234

減価償却超過額 172

投資有価証券評価損　 109

役員退職慰労引当金 105

その他 1,526

繰延税金資産小計 16,521

評価性引当額 △16,521

繰延税金資産の合計 －

繰延税金負債  

その他有価証券評価差額金 24

繰延税金負債の合計 24

繰延税金負債の純額 24

上記のほか、「再評価に係る繰延税金負債」として

計上している土地の再評価に係る繰延税金資産及び繰

延税金負債の内訳は以下のとおりです。

 百万円

土地の再評価に係る繰延税金資産 766

評価性引当額 △766

繰延税金資産の合計 －

土地の再評価に係る繰延税金負債 2,115

繰延税金負債の純額 2,115

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との間に重要な差異があるときの、当該差異の主要項

目別の内訳

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との間に重要な差異があるときの、当該差異の主要項

目別の内訳

　税引前当期純損失を計上しているため、記載を省略し

ております。

　税引前当期純損失を計上しているため、記載を省略し

ております。

（企業結合等関係）

　　　当事業年度（自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日）

　(1)連結財務諸表の注記事項（企業結合等関係）における記載内容と同一であるため、記載しておりません。　
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（１株当たり情報）

前　　　期
(自　平成18年４月１日
　至　平成19年３月31日)

当　　　期
(自　平成19年４月１日
　至　平成20年３月31日)

１株当たり純資産額 453円47銭

１株当たり当期純損失金額 302円43銭

１株当たり純資産額 338円82銭

１株当たり当期純損失金額 119円19銭

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額について

は、当期純損失が計上されているため記載しておりませ

ん。

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額について

は、当期純損失が計上されているため記載しておりませ

ん。

　（注）１　１株当たり純資産額の算定上の基礎は以下のとおりであります。

 
前　　　期

(自平成18年４月１日
　至平成19年３月31日)

当　　　期
(自平成19年４月１日
　至平成20年３月31日)

純資産の部の合計額（百万円） 18,095 13,520

純資産の部の合計額から控除する金額

（百万円）
－ －

普通株式及び第一種後配株式に係る

期末の純資産の額（百万円）
18,095 13,520

１株当たり純資産額の算定に用いられた

期末の株式の数（千株）
39,905 39,904

 普通株式

 第一種後配株式

32,405

7,500

32,404

7,500

　（注）２　１株当たり当期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

　
前　　　期

(自平成18年４月１日
　至平成19年３月31日)

当　　　期
(自平成19年４月１日
　至平成20年３月31日)

当期純損失（百万円） 9,800 3,862

普通株主に帰属しない金額（百万円） － －

普通株式に係る当期純損失（百万円） 9,800 3,862

期中平均株式数（千株） 32,405 32,404

（重要な後発事象）

前　　期
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当　　期
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

 該当事項はありません。 連結子会社間の合併

　グループ会社の経営資源の集中とより一層の効率化を図

るため、当社の完全子会社である株式会社ピーエス機工と

株式会社秦野製作所が平成20年４月１日を期日として合併

し、株式会社ピーエスケーとなりました。なお、上記の詳細

につきましては、「第５　経理の状況　１連結財務諸表等　(1)

連結財務諸表　注記事項(重要な後発事象)」に記載のとおり

であります。
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④【附属明細表】

【有価証券明細表】

【株式】

銘柄 株式数（株）
貸借対照表計上額
（百万円）

投資有価証

券

その他有

価証券

㈱大林組 530,000 221

東京応化工業㈱ 100,698 220

首都圏新都市鉄道㈱ 3,000 150

関西国際空港㈱ 1,560 64

㈱三菱総合研究所 37,500 52

ヒロセ㈱ 50,000 44

ショーボンド建設㈱ 31,900 39

中部国際空港㈱ 710 35

ハートランド平尾台㈱ 1,400 31

㈱ダイヤコンサルタント 60,000 21

その他（46銘柄） 131,209.53 154

計 947,977.53 1,036

【債券】

銘柄 券面総額（百万円）
貸借対照表計上額
（百万円）

有価証券
その他有

価証券
㈱協和コンサルタンツ無担保社債 20 20

計 20 20
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【有形固定資産等明細表】

資産の種類
前期末残高

（百万円）

当期増加額

（百万円）

当期減少額

（百万円）

当期末残高

（百万円）

当期末減価償

却累計額又は

償却累計額

(百万円)

当期償却額

（百万円）

差引当期末残

高

（百万円）

有形固定資産        

建物 5,748 1
463

(299)
5,286 3,533 123 1,752

構築物 1,581 －
48

(13)
1,533 1,341 21 191

機械装置 7,377 39
819

(90)
6,597 6,246 125 350

車両運搬具 430 －
26

(2)
403 378 19 24

工具器具・備品 1,787 45
127

(32)
1,706 1,504 112 202

土地 10,396 －
1,113

(290)
9,282 － － 9,282

建設仮勘定 6 83 85 3 － － 3

計 27,328 170
2,684

(727)
24,814 13,005 402 11,808

無形固定資産 － － － 26 0 0 26

長期前払費用 1 0 0 1 0 0
1

(0)

　（注）１．「当期減少額」欄の（　）内は内書きで、減損損失の計上額であります。

　　　　２．土地の減少は、主に神町工場の一部売却（帳簿価額416百万円）、仙台市国分町駐車場の売却（帳簿価額375百万

円）によるものであります。

　　　　３．無形固定資産の金額が資産総額の１％以下であるため、「前期末残高」、「当期増加額」及び「当期減少額」の

記載を省略しております。

　　　　４．長期前払費用の（　）内の金額は、１年以内に償却する額であり、貸借対照表では「前払費用」に含めて表示して

おります。

【引当金明細表】

区分
前期末残高
（百万円）

当期増加額
（百万円）

当期減少額
（目的使用）
（百万円）

当期減少額
（その他）
（百万円）

当期末残高
（百万円）

貸倒引当金 3,594 899 72 303 4,118

投資損失引当金 76 － － － 76

賞与引当金 279 210 279 － 210

完成工事補償引当金 173 133 173 － 133

工事損失引当金 2,258 1,698 1,768 － 2,188

関係会社整理損失引当金　 － 91 － － 91

役員退職慰労引当金 317 110 168 － 259

　（注）　貸倒引当金の当期減少額（その他）は、回収及び一般債権の貸倒実績率による洗替によるものであります。
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（２）【主な資産及び負債の内容】

①資産の部

イ．現金預金

摘要 金額（百万円）

現金 1

預金  

当座預金 8,070

普通預金 4,156

計 12,227

合計 12,229

ロ．受取手形

(ａ)相手先別内訳

相手先 金額（百万円）

ナイス㈱ 366

㈱ノエル 297

北海道三菱自動車販売㈱ 194

㈱大河原工務店 193

大林道路㈱ 135

その他 1,134

小計　 2,323

割引手形 7,347

合計 9,670

(ｂ)決済月別内訳

決済月 受取手形（百万円） 割引手形（百万円） 合計（百万円）

平成20年４月 31 396 428

５月 167 974 1,142

６月 1,175 3,976 5,151

７月 947 － 947

８月 1 － 1

９月以降 0 2,000 2,000

合計 2,323 7,347 9,670

ハ．完成工事未収入金

(ａ)相手先別内訳

相手先 金額（百万円）

官公庁  

国土交通省 4,947

独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構 661

兵庫県 485
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相手先 金額（百万円）

その他 3,196

計 9,290

民間  

藤和不動産㈱・アーバンライフ㈱　 4,711

中日本高速道路㈱ 2,689

東急不動産㈱・オリックス・リアルエステート㈱ 2,306

その他 22,139

計 31,846

合計 41,137

(ｂ)滞留状況

計上期別 金額（百万円）

平成20年３月期計上額 38,914

平成19年３月期以前計上額 2,222

合計 41,137

ニ．販売用不動産

区分 金額（百万円）

土地 23

　販売用土地の主なものは次のとおりであります。

地域 面積（㎡） 金額（百万円）

関東地域 233,827.10 0

九州地域 3,803.38 23

合計 237,630.48 23

ホ．未成工事支出金

前期末残高（百万円） 当期支出額（百万円）
完成工事原価への振替額

（百万円）
当期末残高（百万円）

16,883 113,020 111,925 17,978

　当期末残高の内訳は次のとおりであります。

材料費 4,368百万円

労務費 43 

外注費 6,411 

経費 5,497 

工事用部材費 1,658 

　計 17,978 

へ．仕掛品
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土木

建築（百万円） 計（百万円）
橋梁（百万円）

枕木、軌道スラブ
（百万円）

その他（百万円）

334 22 120 700 1,178

ト．材料貯蔵品

品目 金額（百万円）

ＰＣ鋼線・ＰＣ鋼棒 9

棒鋼 2

セメント 0

砂 0

砂利 0

その他 25

合計 40

 チ．未収入金

内容 金額（百万円）

ＪＶ工事精算金 7,574

仕入割戻金 93

その他 1,019

合計 8,687

②負債の部

イ．支払手形

(ａ)相手先別内訳

相手先 金額（百万円）

阪和興業㈱ 644

㈱秦野製作所 590

住友電工スチールワイヤー㈱ 495

月島機械㈱ 469

日建リース工業㈱ 353

その他 16,759

合計 19,312

(ｂ)決済月別内訳

決済月 金額（百万円）

平成20年４月 4,888

５月 4,964

６月 4,014

７月 5,040

８月 281
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決済月 金額（百万円）

９月以降 122

合計 19,312

ロ．工事未払金

相手先 金額（百万円）

ピー・エス・コンクリート㈱ 1,185

㈱秦野製作所 355

㈱関電工 274

㈱ピーエス機工 237

阪和興業㈱ 184

その他 18,478

合計 20,715

ハ．短期借入金

借入先 金額（百万円）

㈱三菱東京ＵＦＪ銀行 11,000

三菱ＵＦＪ信託銀行㈱ 6,000

㈱みずほ銀行 4,900

㈱三井住友銀行 500

㈱伊予銀行　 500

合計 22,900

ニ．未成工事受入金

前期末残高（百万円） 当期受入高（百万円）
完成工事高及び兼業事業
売上高への振替高
（百万円）

当期末残高（百万円）

11,631 85,219 83,662 13,188

　（注）　損益計算書の売上高120,723百万円と上記完成工事高及び兼業事業売上高への振替高83,662百万円との差額　　

37,061百万円は完成工事未収入金の当期発生額であります。なお、「①資産の部 ハ 完成工事未収入金－(ｂ）

滞留状況」の完成工事未収入金当期計上額38,914百万円との差額1,853百万円は消費税等部分の未収入金であ

ります。

（３）【その他】

①決算日以後の状況

　該当事項はありません。

②重要な訴訟等

イ．当社は、当社を代表者とする共同企業体が過去に施工した建物及び当社が単独で過去に施工した建物の瑕疵を

原因として、発注者より中央建設工事紛争審査会に補修費用等の支払いを求める仲裁の申立を受け、現在仲裁

審理中であります。

ロ．当社は、国土交通省関東地方整備局及び同近畿地方整備局並びに福島県が発注するプレストレスト・コンク

リートによる橋梁の新設工事の入札に関し、平成16年10月15日付で公正取引委員会から、他建設会社22社とと

もに、独占禁止法の定めに基づく排除勧告を受けました。同排除勧告については、当社ほか全社が不応諾として

現在、公正取引委員会において審判中であります。
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第６【提出会社の株式事務の概要】

事業年度 ４月１日から３月３１日まで

定時株主総会 ６月中

基準日 ３月３１日

株券の種類 100株券、1,000株券、10,000株券、100,000株券、100株未満株券

剰余金の配当の基準日
９月３０日

３月３１日

１単元の株式数 １００株

株式の名義書換え  

取扱場所
東京都千代田区丸の内一丁目４番５号

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社証券代行部

株主名簿管理人
東京都千代田区丸の内一丁目４番５号

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社

取次所 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社全国各支店

名義書換手数料 なし

新券交付手数料 なし

単元未満株式の買取り・買増し  

取扱場所
東京都千代田区丸の内一丁目４番５号

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社証券代行部

株主名簿管理人
東京都千代田区丸の内一丁目４番５号

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社

取次所
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社全国各支店

野村證券株式会社全国本支店

買取手数料 株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額

公告掲載方法 日本経済新聞に掲載

株主に対する特典 なし

（注１）当社の単元未満株式を有する株主（実質株主を含む）は、単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を

　行使できません。

 　 　　（１）会社法第189条第２項各号に掲げる権利

　　　　（２）取得請求権付株式の取得を請求する権利

　　　　（３）募集株式または募集新株予約権の割当てを受ける権利

　　　　（４）前条に規定する単元未満株式の買増しを請求する権利

（注２）当社は、平成20年６月26日開催の第60回定時株主総会において、公告方法を日本経済新聞から電子公告に変更

　　　　する。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることが出来ない場合は、日本経

　　　　済新聞に掲載して行う。公告掲載ＵＲＬは以下のとおりです。（http://www.psmic.co.jp/）
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第７【提出会社の参考情報】

１【提出会社の親会社等の情報】

　当社は、金融商品取引法第24条の７第１項に規定する親会社等はありません。

２【その他の参考情報】

　当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。

１　　有価証券報告書及びその添付書類

事業年度（第59期）（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）平成19年６月28日関東財務局長に提出
２　　有価証券報告書の訂正報告書　

平成19年10月24日関東財務局長に提出　
事業年度（第59期）（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）有価証券報告書に係わる訂正報告書でありま
す。

３　　臨時報告書　

平成19年11月29日関東財務局長に提出
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第12号及び第19号（財政状態及び経営成績に著しい影響を与え
る事象）の規定に基づく臨時報告書であります。

４　　半期報告書　

（第60期中）（自　平成19年４月１日　至　平成19年９月30日）平成19年12月19日関東財務局長に提出　
５　　臨時報告書　

平成19年12月21日関東財務局長に提出
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第12号及び第19号（財政状態及び経営成績に著しい影響を与え
る事象）の規定に基づく臨時報告書であります。

６　　有価証券報告書の訂正報告書　

平成20年６月24日関東財務局長に提出　
事業年度（第55期）（自　平成14年４月１日　至　平成15年３月31日）有価証券報告書に係わる訂正報告書でありま
す。

７　　有価証券報告書の訂正報告書　

　平成20年６月24日関東財務局長に提出　
事業年度（第56期）（自　平成15年４月１日　至　平成16年３月31日）有価証券報告書に係わる訂正報告書でありま
す。

８　有価証券報告書の訂正報告書　

平成20年６月24日関東財務局長に提出　
事業年度（第57期）（自　平成16年４月１日　至　平成17年３月31日）有価証券報告書に係わる訂正報告書でありま
す。

９　半期報告書の訂正報告書　　

平成20年６月24日関東財務局長に提出　
（第58期中）（自　平成17年４月１日　至　平成17年９月30日）半期報告書に係わる訂正報告書であります。

１０　有価証券報告書の訂正報告書　

平成20年６月24日関東財務局長に提出　
事業年度（第58期）（自　平成17年４月１日　至　平成18年３月31日）有価証券報告書に係わる訂正報告書でありま
す。

１１　半期報告書の訂正報告書　　

平成20年６月24日関東財務局長に提出　
　　（第59期中）（自　平成18年４月１日　至　平成18年９月30日）半期報告書に係わる訂正報告書であります。

１２　有価証券報告書の訂正報告書　

平成20年６月24日関東財務局長に提出　
事業年度（第59期）（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）有価証券報告書に係わる訂正報告書でありま
す。

１３　半期報告書の訂正報告書　　

平成20年６月24日関東財務局長に提出　
（第60期中）（自　平成19年４月１日　至　平成19年９月30日）半期報告書に係わる訂正報告書であります。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】

　該当事項はありません。
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独立監査人の監査報告書

 平成１９年６月２８日

株式会社ピーエス三菱  

　取締役会　　御中  

新日本監査法人

指定社員

業務執行社員
 公認会計士 氏原　修一　　印

指定社員

業務執行社員
 公認会計士 多田　　修　　印

指定社員

業務執行社員
 公認会計士 野間　　武　　印

あずさ監査法人

指定社員

業務執行社員
 公認会計士 櫻井　憲二　　印

指定社員

業務執行社員
 公認会計士 阿部　隆哉　　印

指定社員

業務執行社員
 公認会計士 貝塚　真聡　　印

　私共監査法人は、証券取引法第１９３条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式

会社ピーエス三菱の平成１８年４月１日から平成１９年３月３１日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸

借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結附属明細表について監査

を行った。この連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、私共監査法人の責任は独立の立場から連結財務諸表に対する意見

を表明することにある。

　私共監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、私共監

査法人に連結財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎と

して行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体として

の連結財務諸表の表示を検討することを含んでいる。私共監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を

得たと判断している。

　私共監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会

社ピーエス三菱及び連結子会社の平成１９年３月３１日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営

成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

　会社と私共監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　　上

（注）上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
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独立監査人の監査報告書

 平成２０年６月２６日

株式会社ピーエス三菱  

　取締役会　　御中  

あずさ監査法人

指定社員

業務執行社員
 公認会計士 阿部　隆哉　　印

指定社員

業務執行社員
 公認会計士 上坂　善章　　印

指定社員

業務執行社員
 公認会計士 貝塚　真聡　　印

　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

いる株式会社ピーエス三菱の平成１９年４月１日から平成２０年３月３１日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわ

ち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結附属明細表につ

いて監査を行った。この連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から連結財務諸表に対す

る意見を表明することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法

人に連結財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として

行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての連

結財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと

判断している。

　当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社

ピーエス三菱及び連結子会社の平成２０年３月３１日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成

績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　　上

（注）上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
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独立監査人の監査報告書

 平成１９年６月２８日

株式会社ピーエス三菱  

　取締役会　　御中  

新日本監査法人

指定社員

業務執行社員
 公認会計士 氏原　修一　　印

指定社員

業務執行社員
 公認会計士 多田　　修　　印

指定社員

業務執行社員
 公認会計士 野間　　武　　印

あずさ監査法人

指定社員

業務執行社員
 公認会計士 櫻井　憲二　　印

指定社員

業務執行社員
 公認会計士 阿部　隆哉　　印

指定社員

業務執行社員
 公認会計士 貝塚　真聡　　印

　私共監査法人は、証券取引法第１９３条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式

会社ピーエス三菱の平成１８年４月１日から平成１９年３月３１日までの第５９期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対

照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び附属明細表について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者にあり、

私共監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。

　私共監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、私共監

査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として

行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財

務諸表の表示を検討することを含んでいる。私共監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判

断している。

　私共監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社

ピーエス三菱の平成１９年３月３１日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点

において適正に表示しているものと認める。

　会社と私共監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　　上

（注）上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
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独立監査人の監査報告書

 平成２０年６月２６日

株式会社ピーエス三菱  

　取締役会　　御中  

あずさ監査法人

指定社員

業務執行社員
 公認会計士 阿部　隆哉　　印

指定社員

業務執行社員
 公認会計士 上坂　善章　　印

指定社員

業務執行社員
 公認会計士 貝塚　真聡　　印

　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

いる株式会社ピーエス三菱の平成１９年４月１日から平成２０年３月３１日までの第６０期事業年度の財務諸表、すなわ

ち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び附属明細表について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営

者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法

人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として行わ

れ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸

表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断して

いる。

　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社ピー

エス三菱の平成２０年３月３１日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点にお

いて適正に表示しているものと認める。

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　　上

（注）上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
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